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四条 宮藤 原寛子 の'摂関家 におけ る位置

『中外抄』・『富家語』 の言談 を糸 口と して

山 田 彩起子

要 旨 宇治関 白藤原頼通 の娘 四条宮寛子 は,後 冷泉天皇の后 とな るも,皇 嗣 となるべ き

皇 子を生 まず,王 家 と摂 関家 との ミウチ関係 構築 に失敗 したため,摂 関政治終焉 の要 因

とな った人物 というネ ガティブな評価 を受 けがちであ る。そ こで,頼 通曾孫 で四条宮猶

子の知足院関 白藤原忠実 の言談 を記 した 『中外抄」・『富家語』の中で語 られ る四条宮 を

手 がか り ・糸 口に して,新 たな四条宮像 の構 築を試 みた。まず 『中外抄』・『富家語』 か

らは,四 条宮が忠実 に,自 身 の目撃 した上東 門院彰 子 ・頼通姉弟等摂関家全盛期 の人 々

の故 実を伝え る役割を果 た し,彼 女 が摂関 家の故 実形成 に重大な影響 を与え ていたこと

が読み取れ る。換言すれ ば彼女 は,頼 通等 摂関家最 盛期を生 きた人 々と忠実達 との紐帯

的存在 と して摂関家で重 ん じられて いたのであ る。 また 「中外抄』 には,女 性院宮 と し

ての彼女 自身 の故実 を後世の摂関家女 性院宮に踏襲 させよ うとす る言談 も見え る。実 際,

古 記録類を見 ると,四 条宮の先例(摂 関家 の重要 行事や猶子関係締結等)が 後世 の摂関

家女性院宮 に踏襲 され ているケースが幾つ も確認 でき る。彼女 は氏長者 と共 に摂関家 の

運営を担 う女性院宮 と して理想視 されていたのであ る。 この他 「富家語』 には,摂 関家

の人 々の逸話で はな く夫後冷泉 の逸話 を語 る四条宮の姿 も見 られ る。彼女が かよ うな形

で記録 され た背景 と しては,摂 関家 の血統 によ り編成 された王家の最後の天皇後冷泉 の

死後,後 冷泉未亡人 と しての彼女が摂 関家 によ るこの王家の吸収を 円滑 に したことが考

え られ る。すなわ ち,四 条宮 が王家 と摂 関家 との ミウチ関係構築 に失敗 した人物 である

に もかかわ らず後世の摂 関家 で重要視 された理 由 として は,① 摂関家全盛期 の人 々 と後

世の摂関家 の紐帯 的存在 だったこと,② 摂 関家の血統で編成 された王家 の摂 関家へ の還

元を 円滑 に した人物で あること,の2点 があげ られ るのであ る。

キー ワー ド:四 条宮,摂 関家,先 例踏襲,故 実,後 冷泉

は じ め に

知足院関白藤原忠実の言談を記 した書物に,『 中外抄』 と 「富家語』がある。前者は忠実(ρ

家司で大外記の中原師元が,後 者は忠実の家司高階仲行が,各 々筆録 したものであり,彼 等は

忠実の会話の相手 としてそれぞれの書物の中に登場 している。摂関家の故実の逸話を豊富に収

あたこの二書を,伊 東玉美氏は摂関家の歴史を語・るものとして捉え(1),更 にこの指摘を高松百
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香氏が発展させて,道 長 ・頼通を起源 とす る摂関家の神話を語 った ものと位置付 けられてい

る②。

さて,こ の二書で語 られる故実は摂関家の故実故に,忠 実の語 りに最 も頻繁に現れるのは,

彼の祖父で養父の師実であるが,そ の他に女性である四条宮藤原寛子についても忠実はしばし

ば言及 している。四条宮は藤原頼通の娘で師実の同母姉,忠 実には大伯母に当たる人物である

が,忠 実は彼女の猶子となり,摂 関家領のうちの主要な一角を占めた四条宮領を伝領 している。

ここで忠実誕生以前の四条宮の経歴を概観 しておこう。彼女は後冷泉の皇后 となるも子を生

まず,摂 関家(3)を外戚 としない後三条(後 冷泉異母弟)及 びその子孫の皇位継承を招いている。

それ故 に彼女は従来,摂 関家を王家の外戚か ら転落させ,摂 関政治の幕を下 ろして しまった人

物 というネガティブな評価をされがちであった。すなわち彼女の評価は,彼 女が天皇妻后であっ

たが故 に,王 家 と実家の紐帯 という観点か らなされてきたのである。 もっとも,最 近では増渕

徹氏が四条宮の生涯を辿 りながら,彼 女が多 くの仏事(特 に宇治における仏事)を 催 したこと

や彼女から忠実への故実の伝授を指摘 し,彼 女を摂関家の長老的存在と位置付けているω。 し

かし,摂 関家の栄華の終焉の要因ともいえる彼女が同家において重んじられた理 由には言及さ

れていない。

そこで本稿では,『 中外抄』・『富家語』の四条宮関連言談を端緒にして,王 家 との ミウチ関

係構築の有無 とは別の切 り口か ら四条宮を評価することを志 したい。すなわち摂関家における

彼女の役割及びそれを担 った理由や,後 世の摂関家の女院や后(以 下では 「女性院宮」と表記)

に及ぼ した影響等の解明を本稿で試みるわけであるが,こ の作業により,四 条宮個人のみなら

ず後世の摂関家における女性院宮の役割を解明する道 も拓かれると思われる。

1四 条 宮 と摂 関 家

まず問題に したいのは,忠 実か ら見た四条宮像であるが,そ れは次掲史料傍線部の忠実の言

談か ら窺 うことができよう。

又云は く 「現存に して忌 日を修すべからず様如何」 申す 「逆修せ しむるも同 じ事に候ふ
く　う くギうラ

か。李部王記の如 くんは,官 平法皇見存の御時に,没 後の御法事皆修せ られ了んぬ由見
くゆの

て候ふ」 仰せて云はく 「寛平の法事は只今覚えず。故四条宮は女人と錐 も宇治殿 ・上東

門院に遇ひ奉る止むごと無き人なり。而 るに御見存の時,忌 日を修せ しめ御ひ了んぬ。彼

の例を存 じ示 し合はすなり」 と。(後 略)『 中外抄』上巻77条

これは存命中の忌日法要の是非を巡 る忠実と師元のや りとりであるが,師 元が宇多の例を引い

て存命中の忌 日法票を是としたのに対し,忠 実は四条宮の例を引 くことによって存命中の忌日
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法要の正当性を主張 している。 ここで注目すべきは,四 条宮が頼通や上東門院と直に接触 した

人物であることが,彼 女の例の正当化の根拠になっている点である。上東門院は頼通の姉で後

一条 ・後朱雀 ・後冷泉各朝において天皇の母又は祖母として重きをなした人物であり,頼 通共々

摂関家最盛期を生きている。つまり忠実は四条宮を,摂 関家全盛期の人々とその子孫たる自分

との紐帯的存在 として見ていたのではないだろうか。彼が四条宮の事例を持ち出 して故実の正

当性に念押 ししている言談 は他にもある。

(前略)古 人の宿曜は用いざるか。御堂 「宇治殿の御宿曜と云ふ文,家 には見えざるなり。

又四条宮に我申 して云はく 「御宿曜や候ひし」 と申 し上 ぐるの時,仰 せて云はく 「全 く知
　りひ

らず。殿 などや御沙汰ありけむ。我は知 らず」 と仰せ られ しなり。 『中外抄』下巻51条
くげ　ラ

(前略)近 代見る常の綾の単重をば,物 売衣 とて然るべきの人は着さざるなり。故殿の仰

せなり。四条宮などは着さしめ給はざるなり。 『中外抄』下巻56条

前者は道長 ・頼通の代より摂関家には宿曜文が伝わっていないことを述べたものであるが,更

に四条宮までが宿曜文のことを知 らなかったことに言及することで,摂 関家が宿曜文を持たな

いことの正当性を強調 しているのではないだろうか。因みに 『中外抄』下巻10条 にも,「四条

宮は宿曜を勘ぜ しめ給はず」という短い言談が見える。そして後者は,師 実から忠実に伝えら

れた故実の具体例として四条宮をあげ,師 実の仰せの正当性に念押 ししたものと考えられる。

尚,『 中外抄』で扱われている問題 とは性質が異なるが,忠 実が自分の夢に現れた四条宮の

言葉を口実にして,自 分の行動を正当化 したと考え られる事例を古記録からあげておきたい。

くな　う くなほ　う く　ばり　

二 日 参殿下。仰云,欲 参御堂之所,内 府 ・民部卿伝送云,神 今食以前,執 柄之人入大伽
くまみう くロ　ラ

藍条不快。宇治殿 ・前二条殿,依 為父忌日,不 悼之令参給也。故大殿依為孫,猶 為近親令
く　のう くゆば　う く　ロ

参給也。後二条殿令参給条不吉也。而又治部卿被申云,御 堂御八講長者令参給,是 第一之

厳重事也。従宇治殿以後,令 参此御八議給,執 柄不絶之相也。若不令参給者,此 事陵遅之

因縁也。定如法性寺 ・法興院八議罷成者,已 為鳴呼事欺者。人々説難思得間,昨 今不参也。
くま　

只去月晦日許参了。難燃付祭主親定朝臣令祈申也。下官承此事不 申左右。予独参御堂。民
　ニ 　ラ

部卿以下被参也。(中 略)入 夜参内府。是右大臣殿御使也。令参御堂給事可申合者,内 大

臣被申云,猶 神今食以前不可令参給者。(中 略)及 深更帰参右大臣殿 内府被申旨令 申了。

(後略)

三 日 早旦詣民部卿御許。是殿下御使也。参御堂給条,又 依被申合也。御返事云,如 前日

申猶可有揮者。参右大臣殿,申 民部卿被申之旨。命給云,件 事両方難思得間,心 中祈請之

処,一 日夜夢想云太婁掲浩被仰云,御 堂之事,欲 陵遅条大歎也。返々悲歎之体夢中示給。
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則夢忽驚。此事如何。予申云,太 后者藤氏之后,只 一人令残世間之人也。彼太后仰者,定

　ロぷ　

如氏明神 ・御堂入道殿令告申給也。於此御夢想者,早 可令参給。右宰相中将被申旨又如此。

傍殿下申時許着衣冠参御堂給。内大臣又着衣冠被参。(後 略)

『中右記』康和4年(1102)12月2日 ・3日条

これは,毎 年道長の命 日の12月4日 に合わせて催 された法成寺八講(道 長の追善八議)へ の

内覧忠実の出席の是非を巡る記事である。記事を読む限り,忠 実は初めか ら法成寺八講への出

席を希望 していたようであるが,神 今食を控えた執柄が寺の中へ入ることに反対する公卿 もい

た。頼通や師実は道長の子や孫 といったごく近い子孫であるから揮りはないが,道 長の曾孫で

忠実の父である師通が頼通や師実と同様にした例は不吉,と いうわけである。周知の通 り師通

は鐙命で,し かもその死因は.日吉社の祭 りともいわれていたから,彼 の例は何かと不吉な先例

とされる。だからこそ忠実も,執 柄が欠席すれば法成寺八講衰退の原因となる,と いう意見に

も容易に便乗できなかったのである。忠実は反対を唱えた公卿のもとに母方の従兄宗忠(『 中

右記』記主)を 遣わして再度意見を求めているが,返 答は以前 と同様であった。

ここで注 目したいのは,反 対意見に変化がないと悟 った段階で忠実が,彼 の欠席は八講衰退

に繋がると四条宮が嘆く夢を見た,と いう話を持ち出している点である。そしてこの話を聞い

た途端,そ れまで 「申左右」 さなかった宗忠が,四 条宮は藤原氏出身のただ一人の后であ り,

彼女の言葉は氏神や道長のお告げのようなものだと言って忠実に出席を勧めている。 この件を

増渕氏 は,四 条宮が藤原氏唯一の后たるが故に重ん じられていた事例としてあげられている。

しかし,彼 女が当時藤原氏出身のただ一人の后だったことは事実であって も,そ れだけを根拠

に彼女の言葉が氏神はともかくとしても道長のお告 げの如 く位置付けられたとは考え難い。傍

流 とはいえ忠実 と同じく道長の玄孫である宗忠が,四 条宮を頼通達摂関家全盛期の人々と忠実

を繋 ぐ存在として認識 していなければ,、彼女の言葉 は頼通達の父道長のお告げの如 しなどと忠

実に返答することはあり得ないであろう。そして恐 らく忠実も,宗 忠のかような返事を予想 し

て四条宮の嘆きの夢想を語 ったのではないだろうか。すなわち忠実にとって四条宮は自分 と摂

関家全盛期の人々との紐帯的存在であるが故に,彼 女の言葉によって,先 例に鑑みれば不吉で

ある八講出席 も正当化できると忠実は判断 したのではないだろうか。

以上,忠 実が四条宮を摂関家全盛期の人々と自分 とを繋 ぐ存在として捉え,そ れを根拠に,

彼女の例及び言葉が摂関家の故実や不吉例に正当性を付与 しえたことを指摘 してきた。 しかし

四条宮の役割はこれだけに止まらない。次掲の忠実の言談より,四 条宮は頼通 一 ひいてはそ

の父道長 一 や上東門院の故実を忠実に語 っていたことが分かるが,こ こか らは,故 実の教授

者という形で頼通達と忠実の紐帯の役割を果たす四条宮の姿が浮かび上がってこよう。
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(前略)北 向きにて手を洗ふは福の付なり。御堂慮外 に他方に向きて洗はしめ御ひける時

も,思 食 し出ては所のぬるるも知うし食さず,左 右無 く向か しめ給ひけり』と宇治殿は語

らしめ給ひき」 とそ故四条宮は仰事あ りし。 『中外抄』上巻50条(5)

上東門院より四条宮瞳 堵 號鶴 を渡し奉らるるに湘 の表に汗杉を著 したり.四 条宮

仰せて云は く 「只常の初の袴を著 してその上に汗杉を著すなり。帯はせず,尻 をば殿上童

の細長の尻の様に肩に打ち懸けしなり」とそ仰せ有 るなり。 『富家語』125条

尚,古 記録では,故 実は父から息子というように,男 子の間で伝承されるケースが圧倒的に

多い。『中外抄』・『富家語』でも,忠 実から師実へ伝承された故実がほとんどであるが,四 条

宮の存在を意識 しながら古記録を読み返すと,「今 日歳下食也。錐然七 日限沐浴。{乃先例不忌。
　　

四条宮被仰。伍沐浴也」(6)・「入道殿仰云,着 袴元服以前,幼 人不令着桜色。是宇治殿御定,四
くぷ 　

条宮仰云々」(7)・「故知足院入道殿仰,四 条宮仰云,立 后井后宮乗輿日,赤 色御扇以金銀泥画竹

桐文。皇嘉門院立后井度 々同輿,御 扇其定被調」(8)というように,四 条宮か ら忠実への故実伝

承が僅かながら確認できる。因みに最後に掲げた記事は后の故実に関するもので,四 条宮の教

えが皇嘉門院聖子(忠 実長男忠通の娘。崇徳后)に も継承されたことが分かるが,后 の故実を

継承 したのが皇嘉門院に限らないことは,次 掲の史料か ら明らかである。

く　ニ　う ぐ　　　ラ

使仲行申禅閤日,著 唐衣之時,著 小掛乎。帰来日,禅 閤不悟。傍聞女院。 々々仰日,故 四

条大后日,著 唐衣之時,不 著小掛。著小掛之時,不 著唐衣。是礼也。詣神社及奉幣之時,

著唐衣,不 著小掛。 『台記別記』久安4年(1148)9月28日 条

当時忠実の次男頼長は猶子多子の入内の準備を進めており,そ の過程で姉の高場院泰子(鳥 羽

后)に 多子の服装のことを尋ねているのであるが,高 場院は四条宮の言葉を引用 してこれに回

答 している。そして多子入内後,頼 長は高揚院のこの時の回答に従 って多子の衣装を定めてい

る⑨。

さてここまでは,四 条宮が頼通達摂関家全盛期の人々と直に接触 した人物であるが故 に,頼

通達と忠実 とを繋 ぐ存在として重んじられ,摂 関家の故実形成に様々な形で影響を与えたこと

を主に指摘 したが,本 章の最後で触れた摂関家の女性院宮の故実 と四条宮について,次 章で詳

しく掘 り下げてみたい。

II四 条宮先例 と摂関家女性院宮

四条宮の先例 と摂関家女性院宮の接点を窺わせる言談として,次 掲のものがある。
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くぷ おう

保延六年十月廿五 日,関 白殿,宇 治殿に参らしめ御 して,正 親町殿の御装束の事,清 高を
　　ラ

以て申さしめ御すの次,大 殿仰せて云は く,「庇に立つる物の具の事は定まりたる礼無 し。

只所の便宜に随ふ。又,庇 の調度の後には四尺屏風を立つるな り。而るに今度は屏風を儲

けず,突 立障子を用みるべきなり。是一つの様なり。又,家 に有る所の調度には冠筥有 り。

件の冠筥は,四 条宮の仰せには 『我,調 度を立て雇 うる時には,冠 筥は内方に取 り隠しき』

と。是,尋 常の礼なり。而 るに今度は殿の作り様も頗るうるはしか らず,小 格子なり。熱
く　　

れば件の冠筥は尚 □ べきなり。居うべきは,御 厨子の際に居 うべきなり。(中 略)」 と。

(以下略)『 中外抄』上巻33条

同寸七 日,正 親町殿渡御の時,件 の冠筥を立てられ了んぬ。 同34条

これは高場院が移徒する正親町殿の室礼について忠実が語った ものであ り㈲,特 に冠筥の設置

が問題になっているが,彼 はここで四条宮の仰せとして,彼 女の例を引いている。結局 この時

は,邸 宅の造 りの都合により冠筥を内側に取り隠す という四条宮の例は採用されていない。尚,

冠筥の扱いについては,当 該期編纂の 『類聚雑要抄』巻4の 庇調度の説明の中に,「但此筥普

通不用之」 とあるω。すなわち通常は舗設に用いられなかったわけであ り,冠 筥を内側に取 り

隠すことを 「尋常の礼」とする 『中外抄』の記述が裏付けられる。かような一般論の如き故実

を語るのに,忠 実はわざわざ四条宮の例を引いたのであるが,こ のことは,彼 が高揚院の新居

の室礼を四条宮のそれに准える意識を持っていたことを示 していよう。

以下,本 章では摂関家女性院宮による四条宮先例踏襲の具体例をあげなが ら,摂 関家におけ

る四条宮の位置を検討 したい。

1.高 揚院 ・皇嘉門院による四条宮先例踏襲

摂関家女性院宮の先例や故実に関 しては,摂 関期に二代の天皇の母とな り道長嫡系による摂

轟世襲の土台を築いたともいえる上東門院の入内 ・立后の例が,吉 例として院政期の摂関家で

盛んに採用されたことが高松氏によって指摘されている。摂関家としては,後 宮に送 り込む娘

が上東門院の如 く国母となって実家に繁栄を もたらすことを切望 し,入 内 ・立后 という最重要

行事を,上 東門院の時のそれに擬 したわけである。 これは院政期以前の後冷泉朝に入内した四

条宮の場合も同様であろう。

しかし現実には,「王家と摂関家 との外戚関係構築に失敗 したケースがほとんどである。四条

宮は勿論,前 章で触れた高揚院 ・皇嘉門院 ・多子もその例に洩れない。周知の通 り忠実は,鳥

羽在位中に高場院の入内を画策 したものの,こ れを知った白河の怒 りを買 って関白職を事実上

罷免され,失 敗に終わっている。そして白河死後,鳥 羽(当 時上皇)の 後宮へ入 った高揚院は,

既に三十九歳という年齢に達 してお り,皇 子女を産むことはなかった上,鳥 羽在位中からの正
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配待賢門院藤原璋子には,当 今崇徳や雅仁親王(後 の後白河)等 の皇子がいた。また,高 揚院

が入侍 して程な く,鳥 羽は美福門院藤原得子を見初め,終 生彼女を寵愛 している。

一方皇嘉門院は,鳥 羽と美福門院の間に生まれた近衛の養母に設定されたために一応国母と

なったが,生 母美福門院の方 も国母として遇されていた。その後,近 衛が皇子女を儲けぬまま

天折 して後白河が践許 し,彼 の皇子で美福門院猶子の守仁親王(後 の二条)が 東宮に擁立 され

たことは周知の通 りであるが,皇 嘉門院はこの二者のうちの何れとも関わ りがなく,王 家の中

枢から退 く形 になっている。勿論,近 衛皇后の多子や同中宮の呈子(忠 通猶子)も また同様で

ある。

しかし摂関家の猶子である多子や呈子はともかくとしてもω,実 子である四条宮 ・高陽院 ・

皇嘉門院等の場合,王 家と摂関家とのミウチ関係構築機能を喪失 した後も,摂 関家において彼

女達が関わる様々な行事が催されていたわけである。そして誰もが最終的には死去 して葬儀そ

の他の仏事が行われる。けれどもこれ らの行事はあくまで摂関家の私的行事 として催されるも

のであり,二 代の天皇の国母で二代の天皇の祖母そして死去時には当今白河の曾祖母であった

上東門院のそれと同様のものとして催すわけにはゆかなかったであろう。

そこで高場院や猶子近衛没後の皇嘉門院関連の行事を見ると,四 条宮の例 に倣っているケー

スが散見 している。まずは毎年暮れに天皇や様々な院宮のもとで催される仏名会について,次

掲の四点の皇嘉門院の仏名会関連史料を中心に検討 したい。

(1)今 夜女院御方御仏名也。(中 略)無 行香。公卿直衣。殿上人衣冠。堂童子衣冠。是年来

之例也。 .『 玉葉』嘉応2年(1169)12月20日 条

② 乗燭参皇嘉門院。依御仏名催也。御堂為仏名堂。丈六仏前立拝経机 ・竹形灯台等。南弘

庇立地獄変屏風垂幕。・他荘厳併如常。(中 略)導 師三 口参入庁辺云 々。次右府令院司経家

朝臣奏事由。次打鐘。次右府以下著堂中座。経家朝臣於垂幕下問之。一々称籍参入。(中

略)此 間蔵人衣冠仰御導師。次導師権律師家寛 ・阿閣梨源印 ・公仁等参上。次法用。五位

殿上人勤堂童子。初夜半夜後夜次第作法如常。有被綿事。判官代肥後守光経 ・蔵人等奉仕

之。次絵様。公卿被取之。次僧退下。(中 略)当 院御仏名作法不似他所。連音通例。於本

堂前有此儀。仏具井地獄変屏風以下次第物臭併被儲置之。導師三口又別請。不被召用定額
　 カラママ

導師等。公卿直衣。殿上人衣冠。侍同前。是四条宮例。高場院同前。今亦累 茂 共旧跡被

行一夜仏名也。 .『 兵範記』承安元年(1171)12月21日 余

(3)今 日御仏名也。依四条宮例,不 立帳被居御仏。 『玉葉』承安4年12月25日 条

(4)被 行皇嘉門院御仏名。(中 略)此 院御仏名儀異他所。不召野伏。難行香。公卿着直衣。

殿上人着衣冠.弟 子僧篭僧不唱下座.鋳 師ロ昌也.

『山塊 記 』 治 承4年(1180)12月28日 条
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(1)～(4)より,皇 嘉門院の仏名会と通常のそれの相違点を幾つか確認できるが,(2)と(3)よ り,①

会場が邸宅ではなく堂であること,② 定額僧を召集 しないこと,③ 参拝者の服装は公卿は直衣

で殿上人は衣冠であること,④ 室礼に帳がないこと,の 四点は四条宮や高場院の仏名会に倣っ

たことが分かる。このうち① については,② のいう四条宮 ・高場院 ・皇嘉門院以外にも例が皆

無 というわけではないが,数 としてはごく僅かである㈲。②の定額僧については,天 皇の仏名

会を記 した 『江家次第』等の儀式書には説明はないものの,通 常は召集 されるものであったこ

とが 『時信記』天承元年(ll31)12月19日 条の当今崇徳の仏名会記事に導師について 「相仁

已講也。残五人皆以野伏也。相仁一人定額也。今二人已以有欠。然而不破補之」 とあることか

ら窺える。③の服装についても,『江家次第』等にはやはり何 も記載がないが,天 皇 とその妻

后及び院 ・国母等の仏名会関連記事にはしばしば 「着束帯」という文言が見える㈹。最後に④

の帳であるが,こ れは 『江家次第』はもとより,妻 后 ・院 ・国母の仏名会においてもその存在

が確認できる㈲。すなわち四条宮 ・高陽院 ・皇嘉門院が催 した仏名会は,通 常のそれを簡略化

したものだったわけである。

そこで四条宮と高場院の仏名会の実例を顧みたいところであるが,女 性院宮の仏名会は,古

記録に極めて簡略な表記 しかされないことが多 く,四 条宮 ・高場院についても例外ではない。

高揚院の場合,確 認できるのは会場が堂であったことのみである⑯。 しかし四条宮の場合,管

見の限 りでは唯一次掲の史料が,彼 女の仏名会の式次第を比較的詳 しく記録 している。

　 　ぽう く　　ラ

今夜大宮御仏名也。依神事余不参仕。於東面有此事。上達部参拝。但着直衣。殿上人着衣

置。
く　　ラ

(裏書)宮 御仏名堂童子着衣冠。無行香。自先造武技仰下。故殿御時也。御仏名以前二公

卿ユヅケ以今日被定。 『殿暦」長治元年(1104)12月8日 余

ここに見える式次第の作成時期が,父 頼通存命中ではなく弟師実の存命中,と 記 されている以

上,式 次第が四条宮が寡婦とな ってから作 られた ものであることは間違いない。 ここでは参拝

者の服装が,前 掲の皇嘉門院の仏名会のそれと合致 している。また,こ,こ では行香が行われて

いないが,前 掲の皇嘉門院仏名会関連史料(IX4)にも 「難行香」 と明記 されている。特に(1)には

参拝者の服装のこと共々 「年来の例」 とされているし,② の式次第を見ても,行 香は行われて

いないから,皇 嘉門院仏名会の 「無行香」 も四条宮の例を踏襲 したものと考え られよう㈹。行

香 もまた,『 江家次第』や古記録によれば,行 われ るのが原則であった(18)。一方,会 場に関 し

ては,四 条宮のこの事例では堂ではなく邸宅であるし,導 師や室礼 については記事が簡略であ

るために皇嘉門院のものとは比較できない。 しか しそれはともか くとしても,四 条宮の時に原

則 とは異なる簡略化 した仏名会式次第が作成 され,こ れが四条宮と似た境遇の高揚院や皇嘉門
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院等の摂関家の女性院宮に踏襲 されたことが確認できた㈲。

次に,彼 女達の死去直後の供養のあり方を検討 したい。大治2年(ll27)に 没 した四条宮に

関 しては現存史料が乏 しいが,葬 礼 と四十九日中の法事が 「万事省略」 したものだったことは

確かである伽)。特に葬礼については,① 「近日如宮司者強不参候」という理由で,役 人は全て

僧だったこと,② 本来作成すべき定文を,「万事省略」であり,特 に役人が皆僧であるのに僧

名を書き入れるのは見苦 しい,と いう理由で作成 しなかったこと,の2点 が明らかである。因

みに四条宮以前に亡 くなっている摂関家の女性院宮となると,近 いところでは上東門院及び藤

原賢子,す なわち当今白河の曾祖母 と妻后 ということになる。これに対 し四条宮は当然,後 三

条 ・白河父子以後の皇統との縁はない。更に遡れば,後 一条朝に没 した三条妻后藤原厨子(道

長次女)や 後朱雀朝初頭に亡 くなった後一条妻后藤原威子(道 長三女)の 如 く,他 皇統の女性

院宮も存在するが,い うまでもなく当時は道長 ・頼通父子が王家とのミウチ関係を独占 してい

たから,そ のような時代の女性院宮の例をそのまま四条宮の時に踏襲させることはできなかっ

たのではないだろうか。尚,既 述の 「近 日如宮司者強不参候」の最大の原因は,晩 年の四条宮

の居所が都から離れた宇治だったことであろうが,そ れにしても葬礼の如き一時的な行事に宮

司を召集 しないのは一 或いは召集できないのは一一,忠 実の失脚 ・宇治蟄居に見 られるよう

な当時の摂関家の権威失墜によるところが大 きいであろう。

では,四 条宮の例の踏襲について検討 したいが,高 場院の時は父忠実の意向で 「新儀」・「略

儀」によるところが多 く⑳,そ の上四十九 日中の法事 より後は詳細な記事が存在 しないため,

法事が 「大略被准行大治二年四条宮例」たこと㈱ くらい しか,四 条宮の例の踏襲は確認できな

い。 しかし皇嘉門院供養記事か らは,① 喪家の場所,② 俄法に奉仕する僧が着用する布装束

(天皇 《或いは院?》 から賜る),③ 皇嘉門院猶子の九条兼実 ・良通父子の素服(四 条宮猶子忠

実に倣う),④ 四十九 日中の法事(僧 の数 ・公卿 と殿上人の服装 ・布施下賜の作法 ・講師に賜

る布施の内容に関 して,四 条宮の例を追 う),⑤ 四十九 日法要(願 文なし),⑥ 周闘法事(曼ii斉

羅供を修す),⑦ 一周忌法要(特 別の法会な し),の 如 く,四 条宮の例に倣ったものが確認でき

る㈲。尚,皇 嘉門院は兼実を通 して自分の没後のことを,彼 女に特に親 しく仕えた院司日野資

長に予め指示 していたが,こ れについて兼実は,「上東門院 ・四条宮例也」 と,『玉葉』治承元

年2月27日 条の中で記述 している。更にこれに 「四条宮例,大 夫俊明卿奉仰,可 被行次第及

雑事等注置之。.是其例也」 というように,四 条宮の例を特に意識 した表記が緕 く(i.)。また,本

来なら皇嘉門院自身の初盆である寿永元年(1182)7月 に,兼 実は皇嘉門院の生前の如 く彼女

の父母への盆供養を法性寺 に送っているが,こ れも 「大治例」すなわち四条宮の例に依拠 した

ものであった(25)。

この他,四 条宮の例 に依 るという文言こそないものの,彼 女の例 に倣ったと考えられるもの

として,正 月三箇 日の間に摂関及びその子弟で公卿である者が摂関家の女性院宮に対 して行っ
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た拝礼をあげたい。まずは次掲の史料を検討 しよ う。

参蹴 織繍舗麟拝羅 讐布難 癖 灘 灘 猛 露騨
『玉葉』治承3年 正月1日 条

これは兼実 ・良通父子が年始に皇嘉門院に拝礼した記事であるが,本 来ならば関白基房(皇 嘉

門院異母弟。兼実異母兄)も 拝礼すべきことであるのに基房はそれを知 らず,良 通が公卿にな

る前 は兼実がいつも一人で行 ってきたとい う内容である。因みに基房は,こ の治承3年 の11

月に平清盛の クーデターで失脚 し,兼 実の長兄近衛募集の遺児基通が関白に就任するわけであ
　の

るが,『 玉葉』治承4年 正月1日 条には 「次参女院。余 ・大将相共進南庭拝舞」 とあり,関 白

は拝礼 していない。問題は,兼 実が皇嘉門院猶子でもない基房 も彼女に拝礼すべきと考えてい

る点であるが,遡 ってゆくと 『兵範記』保元3年(1158)正 月1日 条に,関 白忠通への拝礼に
くゑズう くたぼラ

先立 ち,当 時忠通と東三条殿に同殿 していた皇嘉門院への拝礼が,「 右大臣殿井中納言中将令

鐵臨 訊 東中F腿 出離 被輯 皇嘉門院葬鷺 耀 騨 轟 盟 不」と・・うように,

皇嘉門院の弟基実 ・基房によって行われているのである(尚,当 時兼実は元服前であった。ま

た,忠 通 自身が拝礼に加わ っていないのは,親 から子への拝礼が孝養の道に反するか らであろ

う)。故に後年兼実はこの事例に基づき,基 房 も拝礼すべ しと考えたのであろう。

ところで,忠 通に拝礼すべ く集まっていた殿上人や家司 ・職事及び上官が皇嘉門院に拝礼 し

なか ったのは,忠 通の決定によるとあるが,何 故彼はこのように定めたのであろうか。そこで
くピドカう く　　う くサゆう くぶ　ラ

更に遡 ってみ ると,『後二条師通記』康和元年正月1日 条に 「参四条給。殿 ・余 ・左大将立庭

中拝礼」 とある。そして師実 ・師通没後は,忠 実が一人で四条宮に拝礼 している㈱。忠通は恐

らくこれに依拠 して皇嘉門院拝礼とそこに列するメンバーを定めたと考え られよう。

問題は高場院であるが,『 台記』の毎年の正月三箇日の記事を見ても,頼 長が 「参高陽院」

という表記はあるものの 「拝」の語は見えない⑳。 しかしこれをもって高陽院拝礼がなかった

と断定することも出来ない。例えば嘉承2年(1107)正 月2日 に忠実が四条宮に拝礼 した時の
く　　う くゐ　う くロ　ピラ くほ　　

ことは,『 中右記』同日条には 「参院井東宮御方給。次参太后御所京極殿給。先有拝。次一条

　ぽ　モう く　　ラ

殿。次参内」 とあるものの 『殿暦』同日条には 「参院。次東宮御方。次四条宮。次参一条殿。

参内」 というように,他 所への単なる年始の挨拶回 りと同様の形で表記され,「 拝」の語は見

えない。故に高揚院の場合 も,『台記』の表記が簡略化 されているだけであって拝礼自体は行

われていた可能性も否定できないのである。

さてここまでは,高 揚院 ・皇嘉門院を主催者又は対象 とする行事 における四条宮先例の踏襲

を見てきたが,か ような行事以外で も,四 条宮の例が意識 されることが しば しばあった。まず

は高揚院か ら見てし〕こう。仁平3年(1153),氏 長者頼長 は春 日詣で,彼 の一行の行列見物の
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ために高場院が滞在 していた宇治の一坂へさしかかった際,乗 尻の服と馬を改あさせた。本来

これは京中九条の南で済ませるべきことであ'つた。 しかし頼長は,寛 治2年(1088)の 関白師

実の春 日詣の時,宇 治で一行を見物 していた四条宮に配慮 して一坂で乗尻の服を改めさせた事

例を追 ったのである㈱。

また,頼 長は,内 覧 ・左大臣のうち左大臣のみを辞職するために上表 したことがあったが,

その場所は高揚院御所の土御門殿であった㈲。試みに摂関の大臣辞表提出の近例を探 してみる

と,師 実は東三条殿から,忠 実は四条宮御所枇杷殿か らそれぞれ表を提出している働。周知の

通 り東三条殿は,摂 関家の嫡流に相続される重要な邸宅であり,日 常的居所ではな く,大 饗そ

の他重要な行事を催す邸宅すなわち晴れの邸宅であるか ら,摂 関の上表の場 としても相応しい

筈である。現に忠実 も,上 表当日の日記 に 「須於東三条献表也。而修理間無其便宜。冊於枇杷

殿有此事翻 縄 」 と表記 している.訪 頼長の場合,左 大臣辞表提出の六 日前に,内 覧と随

身を辞すべ く東三条殿で上表 しているから⑳,特 に修理等の支障はなか ったと思われる。にも

かかわらず頼長が高陽院御所を大臣辞表提出の場に選び,し か もわざわざ 「白土御門亭上北表。

高揚院御此亭」と,高 揚院御所であることを強調 しているのは,自 分と高場院を,忠 実が右大

臣を辞 した時の忠実と四条宮に准える意識があったからではないだろうか。

次に皇嘉門院のケースを見よう。頼長が保元の乱で敗死した後,氏 長者の資格をはじめ摂関

家所領や東三条殿が忠通の手に戻 ったことは周知の通 りであるが,忠 通は乱の翌年保元2年7

月,「 四条宮例」に倣 って東三条殿の券契を皇嘉門院に渡 しC32),同年12月 に彼女の東三条殿へ

の渡御の儀が行われている㈹。そこで遡 って四条宮の事例を探 してみると,師 実から師通へ東
く　　　

三条殿の券契が譲与された時の記事に 「有頃左中将忠教為殿御使,東 三条券文等被給。仰事云,
くゆのう く　　カラ

従宇治殿奉渡四条官給渡文不具。従件宮奉渡殿之文所相具也。従段波給之不相具。猶可被具歌。

上啓云,可 従御定」(35)とある。頼通か ら四条宮,及 び四条宮か ら師実への伝領時期は不明であ

るが,と にか く父か ら女性院宮である娘,娘 からその弟(父 の嫡子)と いうルー トで伝領され

てお り,忠 通は,恐 らく将来嫡子基実へ伝領 されることを想定 した上で,頼 通か ら四条宮への

伝領 に倣 ったのであろう。

この他,皇 嘉門院の異母弟基房が大神祭使を立てることを理由に法体の彼女の新邸御渡定に

出席 しないことについて,兼 実が 「此事不得心。如此事,非 重神事。使立了之後被参,有 何事
　　ラ

哉。就中出家尊貴之人,先 例強不忌事歌。四条宮,故 知足院殿不奉忌給云々」㈲ と記 している

ことからも,皇 嘉門院と四条宮を結び付ける意識が窺えよう。

ところで,正 嫡が伝領すべき東三条殿㈹を四条宮や皇嘉門院が一時的であれ相続 している

点㈹からは,彼 女達が摂関家で重要な位置を占めたことが窺えよう。 また,詳 細は次第で述べ

るが1摂 関家累代の名宝を納めた宇治平等院の経蔵及び宝蔵開扉の際は,摂 関(=氏 長者。但

し院政期の場合,大 殿が存命な らば大殿(38)の 家司と摂関家の女性院宮(初 例は四条宮(39))の
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院司 ・宮司が遣わされ,蔵 司の僧侶と共に蔵を開けたことが指摘されている㈲。平等院経蔵 ・

宝蔵については末松剛氏が 「摂関家にとって自家の先例(物 品に限らない)を 収納する場であ

り,そ の都度取 り出しては摂関家嫡流としての示威に活用された」 と論 じられているω。つま

り平等院経蔵 ・宝蔵は摂関家の富と権威の象徴的存在だったのであるが,同 家の中で,摂 関

(又は大殿)と 四条宮を初例 とする女性院宮のみがこれに関与できたわけである。彼女達の東

三条殿や平等院経蔵 ・宝蔵への関与からは,摂 関(又 は大殿)と 共に摂関家の運営に携わる女

性院宮の姿を見出せよう。そ して四条宮 ・高場院 ・皇嘉門院が摂関についで多 くの所領を有 し,

摂関家嫡子を猶子としてこれを継承させたこと㈹も,か ような役割の一環 として捉えるべきで

あろう。 また,大 臣辞任表提出に際 して東三条殿を使用できない状況にあった忠実が,普 段の

住居ではな く四条宮の御所を提出場所に選んだ理由も,前 掲の如き彼女の立場に求められよう。

更に,摂 関やその子による四条宮達への年始拝礼 も,摂 関家の運営に携わる彼女達に敬意を示

す儀礼 と見なせ るであろう。

以上のように本節では,四 条宮の先例及び彼女の摂関家に置ける立場が,彼 女と似た境遇の

女性院宮である高陽院 ・皇嘉門院に踏襲されていったことを論 じてきたが,四 条宮の先例の中

には,彼 女 と類似の境遇の女性院宮ばか りでなく,当 今妻后や国母 も含めたあらゆるタイプの

女性院宮に継承 されたものもある。次節でこれを検証 してゆきたい。

2.四 条宮先例の普遍化

前節冒頭の繰 り返 しになるが,摂 関家では娘を入内 ・立后させる際に,上 東門院にあやかっ

て彼女の先例を踏襲する傾向があった。また,入 内直後の后妃の直雇に置 く調度は,上 東門院

入内時に用いたものであった。この調度の初出史料である 『為房卿記』寛治5年10月25日 条

の篤子内親王(白 河同母妹。師実猶子。堀河后)の 入内記事には次のように見える。

くなぽ　ヂラ

上東門院御入内時沃懸地御調度,四 条宮入御之後,被 献之,其 後被納平等院。故中宮入御
く　　

之時,又 被立之。件調度二階上被立唾壷。真南被居柑圷。此由令尋申殿下之処,仰 云,件

調度依無火取,本 自居唾壷也。於具火取者,必 不可依其例者。

この調度は師実猶子賢子(白 河后。堀河母)や 篤子以降,頼 長猶子多子 ・兼実娘任子(後 鳥羽

后。後の宜秋門院)・九条道家娘螺子(後 堀河后。四条母。後の藻壁門院)各 々の入内の時に

用 いられているが,こ の三名各々の入内記事より,こ の調度が庇用の調度だったことが分か

る㈲。 この調度の件からも,摂 関家の人々の上東門院に対する憧憬の程が窺える。

しか し任子入内記事には,こ の上東門院の庇用の調度の他に,母 屋用の調度 として 「申請八

条院、四維 人離 時所被立之調駈 ・饗 農羅 というものが見える.・ れは後年謙 実の
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孫立子(後 の東一条院)が 東宮守成親王(後 の順徳)に 入侍 した際も 「母屋調度申八条院。四

条宮御調度款。沃懸地r蛮 絵 ・擦鉦也」と見える㈹。また,端 子入内の時に母屋に用いた調度

は安嘉門院邦子内親王のものであったが,彼 女は八条院領継承者であるか ら,前 掲の四条宮の

母屋の調度 も八条院璋子内親王から相続 し,こ れを噂子に貸 したのではないだろうか。

一方多子入内の時の母屋の調度は,「前斎院」 なる人物か ら借 りたものであった㈲。当時

「前斎院」と呼称 されたのは,白 河 ・賢子夫妻の皇女禎子内親王と鳥羽 ・待賢門院夫妻の皇女

統子内親王(後 の上西門院)の2名 であるが,頼 長との関係を考慮すれば(46:,調度を貸 したの

は前者と考え られ る。そ して結論か ら言えば,こ の時の調度は,八 条院や安嘉門院のもとに伝

わった四条宮の調度 と同一の物 と考えられる。生後間 もなく四条宮の猶子となった禎子(47は,

『兵範記』保元元年正月5日 余の死亡記事に 「故白川院皇女。四条宮猶子。宇治殿御物井庄園
くドまニ　　　ぜラ

多令相伝給。而此後如何。残後事,中 院右府入道御沙汰云々」 と見える。生前の彼女と頼長の

関係に鑑みれば,頼 長又は忠実 こそが没後の沙汰をするべきだったと考えられるが,前 年の近

衛の死以来鳥羽の不興を買 って苦境 に立たされていた彼等には彼女 に関与する余裕がなかった

のか,没 後の沙汰をしたのは,彼 女の母賢子の実家村上源氏の実質的長者雅定(賢 子の甥)で

あ った。尚,「 宇治殿御物井庄園」の うち,現 存史料で具体的に確認できるのは,天 治元年

(1124)に 四条宮から譲与された荘園五箇所(荘 園名は不明)の みであるが(48),ともか くこれ

ら禎子の遺産は 「此後如何」 と案じられた通 り,摂 関家には戻 らなかったと思われる(49)。問題

は,禎 子の所有であった四条宮の調度が,摂 関家と血縁関係のない八条院に如何にして渡った

かであるが,こ れには村上源氏が介在 したと考え られないであろうか。周知の通 り雅定は八条

院の母美福門院に近侍 し,彼 の子孫は八条院領の預所等 も務めながら彼女に仕えた。摂関家が

混乱状況にあった時に禎子没後の沙汰を した雅定の もとには,四 条宮の調度等禎子の遺品の一

部がわた り,そ れがやがて八条院に献上 され,そ して忠通猶子呈子 と頼長猶子多子の入内争い

以来約40年 ぶ りに摂関家の娘である任子が入内するにあたり,八 条院から調度が貸 し出され

たと見なせないだろうか。
く　カラ

尚,四 条宮の調度といえば,永 久4年(1116),「 宇治殿令奉四条宮。従官給云々也」という

沃懸地 ・牡丹唐草 ・螺鉋の調度が,忠 実が新調 した鞍一具共々忠実から高場院(当 時の呼称は

「姫君」)に 与え られている㈹。同時に忠実は,師 実正妻村上源氏麗子の遺品で,師 実が麗子と

結婚 した時に用いられ,以 後吉事に必ず使用 してきた調度 と 「家相伝宝物」である鞍一具を忠

通に与えている。(摂 関家の)吉 事に必ず用いる調度と 「家相伝宝物」である鞍は,忠 通が未

来の摂関家当主であるからこそ与えられたに違いない。ならば四条宮の調度も,高 場院が未来

の后であるが故に与えられたものと見なせよう。

さて問題は,摂 関家 と王家 との ミウチ関係構築を期待される娘達に,四 条宮の調度が関わっ

ている理由である。王家 との ミウチ関係構築に成功 した上東門院の調度が用 いられたことには
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勿論疑問の余地 はないが,吉 例と言い難い四条宮の調度までが何故使用 されたのであろうか。

恐 らくこの問題 は,后 妃の存在意義を王家 とのミウチ関係構築にのみ求めていては解けないと

思われる。

そこでまず,四 条宮を鳴矢として摂関家のあらゆるタイプの女性院宮に踏襲された平等院経

蔵 ・宝蔵開扉の問題を検討 したい。前節でも触れたように,平 等院経蔵 ・宝蔵開扉の際は,摂

関(又 は大殿)の 家司と共に,女 性院宮の院司 ・宮司が使者 として遣わされた。開扉の理由と

しては,① 平等院一切経会,② 院の平等院御幸に先立つ巡検,③ 新摂関の平等院詣㈲,④ 宝物

の取 り出し,⑤ 宇治離宮祭の五種に大別できる。現存史料で院司 ・宮司派遣を確認できる事例

をまとめてみると,表1の 如 く,当 今妻后や国母その他,様 々なタイプの女性院宮の関与が確

認できる。

ところで平等院と並ぶ摂関家の重要寺院として法成寺があげられるが,こ ちらの経蔵 ・宝蔵

開扉の時には,摂 関(又 は大殿)の 家司のみが遣わされている(52)。何故平等院の場合のみ,女

性院宮の使者 も遣わされたのだろうか。 ここで一旦平等院 ・法成寺以外の寺院に目を転 じてみ

ると,平 等院をモデルにして鳥羽に建立され,王 家版平等院経蔵 ・宝蔵というべき宝蔵を有 し

たことで知 られる勝光明院(鳥 羽御願寺)に 関して,平 等院経蔵 ・宝蔵開扉の例が関わる次掲

の如き史料が浮上 してくる。

　なゆゆ

今 日,関 脇光明院宝蔵,令 取出後朱雀御記。勅使右少弁光俊 ・北白河院司知宗参向,蔵 司
ゆ のぬカラ

相共開云々。(中 略)如 鳥羽院御起請者,弁 官之上,可 被著副業福門院之由云々。是宇治
ぱ カラ

宝蔵,長 者家司之他被副四条宮之司。其御氏院宮御座時,如 被副之。若被模此儀歌。傍今
くなゆ

度北白河院之司可被差副之由所申行也。 『玉薬』寛喜元年(1229)5月9日 条

勝光明院宝蔵開扉には,治 天院存命の場合 は勅使の他に院司がこれに関与 した㈹が,鳥 羽は

(恐 らく自ら亡き後)弁 官在任の勅使の他に自らの后妃で新帝後白河の母 にも擬されていた美

福門院の院司の派遣も命 じていた。『玉薬』記主九条道家はこれを,平 等院の例に倣 った もの

か,と 考えている。 しか し美福門院 も北白河院(当 今後堀河母)も,所 謂後家の立場にあった

女性である。家の権威や富を象徴す る蔵の開閉への関与は,後 家に相応 しいものか もしれない

が,平 等院の例はこれとは明 らかに異なっている。摂関家の後家といえば,北 政所や大北政所

であり,女 性院宮ではない筈である。

そこで女性院宮が寺の蔵の開扉に関与 した例を平等院以前に求めてみると,次 掲の史料が確

認できる。

くぼ　

先日殿下宣云,自 仁和寺宮御許,彼 寺庫倉井 円堂経蔵破壊年久,定 致漏湿。此年来上東門
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く　ほ　

院御使所開闊也。而院不御坐之後,誰 人可開乎。言其由来汝可開闊歌。有固辞聞。為之如

何。予申云,件 事不可辞申。又不可望申。其故者,彼 寺三宝御心難知之故也。仰云,然 者

可開..一.C其後蝉 指令 干艇 引.(中 略)辰 刻許墨 髭翌詐 鋸 盤 鯵 之次転1

依先日仰・翻 仁和寺倉所罷向也・有頃別当相共艦(中 略)僧 魂 鯉 糀:被 坐.相

共向倉下。(中 略)使 恩紹先開南倉。(中 略)忽 以板結北倉橋。以恩紹令聞。(中 略)渡 円

堂経蔵。相尋鑑,已 無相知之人。恩紹云,以 御倉鑑被開之由,側 承之者。試令聞。已被開。

『帥記』承暦4年(1080)8月20日 条

仁和寺の南北の倉(蔵)と 円堂院経蔵開扉の際,上 東門院存命 中は彼女の使者が遣わされ,彼

女の没後6年 を経て,宇 多源氏長者経信が開扉に立 ち会 うことになったわけである㈹。

先行研究で指摘されている通 り,仁 和寺が王家の寺院という色彩を強めるのは,後 三条が母

方の伯父性信を護持僧の如 く遇 しついで白河が法親王制を成立 させてか らであり,そ れ以前は

宇多源氏の氏寺の如き存在であった㈲。かような寺 と上東門院との接点として,彼 女の母が宇

多源氏であることや,彼 女自身が仁和寺子院観音院に三昧堂を建立 したこと等があげられる。

但 しこの事例は,宇 多源氏長者ではなく,宇 多源氏ゆかりの女性院宮のみが蔵の開扉に関与 し

ているという点で平等院の例とは異なっている。

この上東門院に関 しては,何 故女性院宮の平等院経蔵 ・宝蔵開扉への関与の嗜矢にならなか

ったのかという疑問も存在する。経蔵開扉を式次第に含む平等院一切経会㈹は,周 知の如 く延

久元年(1069),す なわち上東門院の死の五年前か ら始まった ものであるが,彼 女を差置いて

四条宮が経蔵開扉に関与 したのは何故であろうか。

四条宮 と平等院といえば,師 実時代か らの彼女の平等院における様々な仏事や,忠 実時代の
　 　ビラ

摂関家の宇治開発への彼女の深い関与が指摘 されている㈱。また,彼 女の死の翌年には 「宮御
くゑ　ラ

後平等院事大殿一向御沙汰。依吉始被開経蔵。予依仰参入,開 封蔵。蔵司三綱等同以参入。次
く　カラ

閉戸口□当律師 ・権別当法眼 ・家司予等封也」㈹ という記事が見え,四 条宮生前は彼女と忠実

の二人で平等院の差配を していたことが確認できる。 しかしこれらのことを頼通晩年の平等院

一切経会開始期に遡 って経蔵開扉の理由とすることは出来ない
。むしろ経蔵 ・宝蔵開扉という

重要事項への関与が,平 等院運営及び同所における幾多の仏事の開催そして宇治開発への関与

に繋がったと考えるべきであろう。 もっとも,彼 女 と平等院の接点は,多 宝塔建立という形で

既に後冷泉朝に確認できるが㈲,こ れ も経蔵 ・宝蔵開扉への関与 とは考え難い。例えば上東門

院は,法 成寺敷地内に三昧堂(東 北院)を 建てる等,法 成寺との関係が深いが,彼 女が法成寺

経蔵 ・宝蔵開扉に関与 した形跡はない。勿論,法 成寺建立以降彼女が亡 くなるまでの約半世紀

の間は,最 初の10年 程を除けば後は古記録が乏 しく,そ れ故か頼通の家司の派遣記事す ら見

出せないが,も し上東門院が関与 していたならば,入 内や立后の儀同様に吉例として後世の女
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性院宮達に踏襲されていたに違いない。そして彼女は,辞 退 した自らの封戸のうちの五十戸を

平等院に寄進 しており㈹》,平等院 との接点 も'皆無ではない。以上のことから,堂 舎建立等を経

蔵 ・宝蔵開扉への関与の理由とは見なせないのである。

では次に,平 等院一切経会開始期すなわち頼通最晩年の摂関家の様相に目を転 じてみたい。

周知の通 り,後 冷泉の死の2日 前の治暦4年(1068)4月17日,頼 通にかわって弟数遍が関

白に就任する。以下 『古事談』によれば,頼 通は子の師実の関白就任を望んだが,上 東門院が

教通の関白就任を父道長の遺言 と主張 したため叶わなかった。その後頼通は自分の生前に師実

に関白職を譲るよう教通に要請するも,教 通の承認を得られぬまま没 し,翌 年教通 も没す ると

教通の子で師実より年長の信長 と師実の間で関白職を巡る対立が生 じ,師 実猶子賢子が夫の当

今白河に愁訴 して師実が関白に任 じられたという。説話集の中の逸話ではあるが,当 時摂籔継

承を巡 って頼通 ・数遍両系統で対立があったことは先行研究で も肯定されている㈹。すなわち

頼通は,自 身の子孫の摂鎮継承を確立できぬまま没 し牟のである。

かような苦境にあった頼通が,自 分の系統が道長の正当な後継者であることを主張するため

に開始 したのが,当 時国政領導の正当権威性を表明する装置で もあった一切経供養㈹だったの

ではないだろうか。そして自らばかりでなく,后 という尊貴な身位を持つ娘四条宮をこれに関

与 させることによ り,一 層の権威付けを図ったのではないだろうか。尚,『今鏡』第4に は,

頼通が臨終に際 して平等院と四条宮のことを師実に遺言 したことが見える。すなわち四条宮が

平等院とセ ットになっているわけである。一方,氏 長者忠実ではな く四条宮が一切経会を主催

した時(63)(表1-6)に 彼女の甥の藤原経実 。能美が不参だ ったことを非難 した 『殿暦』の記
くが　

事からも 「平等院,一 家人々不被参者,誰 人不被参乎。不知案内人々如此。不足言歌。四条宮
くゆなラ 　あ　う くママラ

事,宇 治殿勝他令勤給。又故殿依彼御命又同。而落印人々如此。実不覚事歌」というように,

頼通の遺言 により師実が四条宮を大切にしていたことの他に,平 等院のことが併記されている

のが確認できる。これらの史料からも,平 等院一 類通の系統が摂関家の正統たることを主張

す る拠点となった寺院 一 と四条宮が,頼 通の晩年から結び付けられていたことが窺えよう。

さて,先 にも触れたように,問 題はここで選ばれた女性院宮が五代の天皇の母 ・祖母 ・曾祖

母である上東門院ではないことであるが,頼 通の姉である上東門院は,彼 の直系に属する人物

ではない上,数 遍の摂錬継承を支持 した逸話からも分かるように,摂 関家における頼通の子孫

の正統性を保証する人物でもない。このことが,彼 女の平等院一切経会への不関与の理由と考

えられよう。

勿論上東門院は,二 代の天皇の母となって摂関家 と王家の ミウチ関係構築に成功 した点では,

頼通の子孫達にとって仰 ぐべき存在である。そこで彼等は,入 内する娘が上東門院の如 く王家

との ミウチ関係構築に成功 し,一 方で四条宮の如 く実家の摂関と共に摂関家を運営する役割も

担 うことを期待 して,両 者の調度品を用いたと見なせよう。また,こ れ とは別の四条宮の調度
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品を忠実が高場院に与えた理 由も同様に考えられよう。

ところで,四 条宮の先例が様々なタイプの女性院宮に踏襲された事例 として,平 等院経蔵 ・

宝蔵開扉の他に,表2の 如 く四条宮 ・忠実ペアを初例 とす る,摂 関家子弟との猶子関係の締結

及びこれに伴 う所領相続があげられる㈲(こ のうち女性院宮が当今妻后や国母の時に猶子関係

を締結 したことが明確な事例は表2-2と11(65))。 前節でも触れた通 り,摂 関家の子弟を猶子

として,こ れに所領を継承させることは,摂 関家の運営に携わる女性院宮の役割の一環と考え

られるが,初 例の四条宮の場合,前 章で論 じたような,頼 通達摂関家全盛期の人々と忠実達と

の紐帯 という意義 も見出せるかもしれない。すなわち頼通から忠実までの実際の系譜は 「頼通一

師実一師通一忠実」であるが,忠 実が四条宮猶子 となることにより 「頼通一四条宮一忠実」と

いう系譜を擬制できるのである。或いは四条宮 ・忠実以降の事例でも,猶 子が摂関家嫡子であ

る場合は,過 去の家長 と嫡子7換 言すれば未来の家長 一 との紐帯 という役割を見出せるの

ではないだろうか。

表2女 性院宮と摂関家子弟の猶子関係 ・所領相続

女性院宮 猶子(実 際の続柄) 典 拠

1 四条宮寛子 忠実(弟 の孫) 「中』『近』

2 篤子内親王 忠通(養 父の曾孫) 『中』『長』『玉』『近』

3 高揚院泰子 近衛基実(甥) 『台』『近』

4 皇嘉門院聖子 九条兼実(弟) 『兵』『玉』『九 』

5 同 上 九条良通(甥) 『玉』『九』

6 同 上 龍姫(姪) 『明』『九』

7 育 子 基房女子(姪) 『玉 』 「近 』'

8 同 上 兼房女子(姪) 「玉」 『明』 『近』

9 宜秋門院九条任子 九条道家(甥) 『明』『九』

10 同 上 田中殿 『高』

ll 藻壁門院九条噂子 一条実経(弟)
『九』

12 鷹司院近衛長子 兼平女子(姪) 『広』『鷹』

『中』 … 『中右記』

『近』 … 『近 衛家文書』

『長』 … 『長秋 記』

『玉』 … 『玉葉』

『台』 …r台 記』

『兵』 … 『兵 範記』

『九』 … 『九 条家文書』

『明J… 『明月記』

『高』 … 『高野山文書』

『広』 … 『広橋文書』

『鷹』 … 『鷹司家文書』

また,嫡 子単独相続が定着する以前の時代に高場院や皇嘉門院等の女院が多 くの所領を伝領 し

たことについて川端新氏は,女 院領が王家御願寺領等と同様に 「官省符之地」 とすることを申

請できる点に留意 しなが ら,「女子への処分 というだけの評価を改め,こ の譲与の意義を女院

領化のそれとして考え直さねばならない」と論じられているが,こ れは彼女達 と同じく多くの

所領を伝領 した四条宮 一 勿論后である彼女には女院の如き特権はないが一 の例の応用と考

えられるのではないだろうか㈹。勿論,表2に は女子 も含めた非嫡子 との猶子関係 ・所領譲与

も見 られる(表2-6～8・10～ll)。 嫡子単独相続が定着 し,女 性院宮による所領の大量所有
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が見 られなくなった時代には,む しろこのパターンが一般的になっている。女性院宮が,経 済

的基盤や家長との関係が薄弱にな りがちな非嫡子の養母 となることは,彼 等の経済的 。血統的

弱点をフォローする意義を持ったのではないだろうか(67)。摂関家の非嫡子達の庇護 も,摂 関家

運営の一環 と見なせよう。

このように,四 条宮を嗜矢とする摂関家における女性院宮 と子弟の猶子関係締結は,社 会状

況の変遷 と共に内容は少しずつ変化すれども,様 々なタイプの女性院宮によって踏襲されていっ

た点は,平 等院経蔵 。宝蔵開扉と同様である。

さて平等院経蔵 ・宝蔵開扉といえば,頼 通が四条宮を平等院一切経会における経蔵開扉に関

与 させた理由として,先 程筆者は 「后という尊貴な身位を持つ娘四条宮をこれに関与させるこ

とにより,一 層の権威付けを図った」という,や や抽象的な見解を示 した。四条宮の摂関家の

故実形成に対する影響力や,後 世の女性院宮による四条宮先例の踏襲の理由を,こ れまでは彼

女が頼通等摂関家全盛期の人々とその子孫の紐帯であることに求めてきたが,当 の頼通の晩年

に開始された平等院一切経会に関 しては,か ような理由は成立 しないためである。 しか し国母

にもなれず,た だ後冷泉の妻后という経歴そのものだけで頼通の家系の重要儀礼たる平等院一

切経会に権威を付与できたとも考え難いので,章 を改めてこの点を掘 り下げてみたい。

皿 後 冷 泉 と摂 関 家

第1章 及びII章で掲げた 『中外抄』・『富家語』の四条宮関連の言談は,摂 関家の故実や逸話

を巡るものであったが,次 掲の通 り 『富家語』に1点 だけ,四 条宮が摂関家ではなく後冷泉の

逸話を語 った言談が見える(肥)。

仰せて云は く 「上脇は貴生の下袴は着用せ しめず。故伏見修理大夫俊綱朝臣,後 冷泉院の

御時,四 条宮御すに,衣 冠に童生の衣弄 びに同 じ下袴を着 した りければ 『主上御覧 じて

【松苔 と覚ゆ】とこそ勅定有 りしか』と四条宮語 らしめ給ひき(以下略)」 『富家語』11余

すなわちここでは四条宮は,摂 関家の一員ではな く後冷泉妻后 という元王家構成員として登場

しているのである。

後冷泉には四条宮の他に二条院章子内親王と教通の娘歓子の計三名の后妃がいたが,歓 子が

皇子を死産 したのみで,何 れの后妃 も皇子女に恵まれなかったことは周知の通 りである。か く

して断絶 した後冷泉の血統であるが,後 冷泉の死か ら十九年後の承徳元年(1097)に は,忌 日

の4月19日 より四条宮が京極殿(師 実の邸宅の一つ)の 御堂で五十講を催 したことが 『中右

記』同日条に見える。勿論,こ の一例のみか ら四条宮 と後冷泉の関係のあり方を考えるのは難

しいが,忠 実の編纂 した 『執政所抄』(摂 関家年中行事における諸国所課 ・荘園所課を記 レた
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もの。元永元年 《1118》～保安2年 《ll22》の間に成立)の4月 の項に 「十九 日 冷泉宮(69)御

忌 日事」 とあることから,後 冷泉の忌 日法要が摂関家によって執行されたことが確認できる。

後冷泉の忌 日に合わせて催された追善八講は,12～13世 紀に外記の家中原氏の人 々が編纂 し

た 『年中行事抄』その他の年中行事書や,『猪熊関白記』や 『民経記』等の13世 紀の古記録の

行事暦注㈹に 「新東北院御八講」 と記 されているが,こ の新東北院が道長創建の法成寺の敷地

　　

内にあったことは,『殿暦』長治元年正月5日 条の 「戌刻許丑寅方焼亡。伍御堂方参。右大弁
く　　カラ

同車。(中 略)暫 後参内。而於路又回方有焼亡。驚馳還間御堂僧已然焼。風極ア リテ御堂方極

不便也。於新御堂門下自軍。新東北院ニホソクツカ々ル。大略無術」㈲ という記述か ら確認で

きる。 この新東北院が後冷泉の御願による建立か否かは不明であるが,「 新」の呼称は,上 東

門院が建てた東北院に対するものであろう。尚,新 東北院か否かは不詳であるものの,後 冷泉

の一周忌法要は法成寺で催され(72),その後少なくとも10年 余続いた月命 日毎の念仏の関連史

料には法成寺又は新東北院の語が見える(73)。恐 らく開催場所は法成寺の中の新東北院だったの

であろうQ

道長の外孫であり,皇 統 も断絶 して しまった後冷泉の菩提がこのように摂関家によって弔わ

れたのは当然と思えるか もしれないが,彼 の追善供養がスムーズに摂関家の年中行事に吸収さ

れた背景 として,彼 の妻后であった四条宮の存在を考慮するべきではないだろうか。

勿論,既 述の通 り後冷泉の後宮には四条宮の他に二条院や歓子がいた。 このうち歓子は,四

条宮 との立后争いに敗れて以来里居がちであったが,後 冷泉東宮時に入侍 した二条院は祖母上

東門院を後盾としてお り,四 条宮 と後冷泉の後宮で常に共存 していた。 しかし現存史料を見る

限 り,二 条院が携わったのは後冷泉ではな く父帝後一条の供養である。後一条の死後間もなく,

上東門院は洛東神楽岡の彼の陵の地に菩提樹院(菩 提院ともいう)を 建立 し,彼 の遺骨 もここ

に納められた。後にこの菩提樹院を相続 した二条院は同寺の東に堂を建てて,八 講や五十講を

催 した㈲。 この後一条は道長の外孫という点でも自身の皇統が断絶 したという点でも後冷泉と

同様であ り,法 成寺阿弥陀堂で追善八講が催されている㈲。『年中行事抄』によれば,こ れは

後一条の死の2年 後の長暦2年(1038)か ら始まったものである。周知の通 り後朱雀～白河の

4代 の天皇の時期は同時代史料が乏 しいため,後 一条の八講の開始時期の確認はできないが,

『水左記』康平7年(1064)4月17日 条に 「今日後一条院御八請口也。上達部等参御堂云々」

とあり,遅 くとも後冷泉朝においては法成寺で八講が開催されていたことが分かる。

しか し 『執政所抄』には後一条の追善供養のことは一切表記されていない。そして 『千載和

歌集』番の慶逞律師(康 平7年 没)作 の歌の詞書には 「後一条院の八講に菩提樹院にまいり侍

りけるに」 とあ り,後 朱雀朝又は後冷泉朝において,菩 提樹院で も後一条の追善八議が催 され

ていたことが分かる。勿論,こ の詞書に見える八講が忌 日に合わせて催された ものか否かは分

からないが,何 れに しても後一条の場合,法 成寺以外にも菩提供養の場があり,外 戚以外にも
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二条院という菩提を弔う人物がいたわけである。中世前期には不婚内親王が 自らの属す る皇統

の天皇の菩提を弔った;と が指摘されているが㈲,不 婚ではないものの二条院こそ,そ れらの

先駆的存在と見なすことができるか もしれない。

さて,論 を後冷泉に戻すと,彼 には皇子はもとよ り皇女 もいない。そこで外戚たる摂関家の

人々による供養,と いうことになったのであろうが,一 般的には死者の供養はその妻子が行う

ものである。それ故に,後 冷泉の妻后であり彼の外戚家の娘で もある四条宮の存在が,摂 関家

による後冷泉の菩提供養の開始を円滑化 したのではないだろうか。そして後冷泉死去当初から

専 ら摂関家が担った供養故に,摂 関家の年中行事という認識の萌芽が後一条の供養よりも早かっ

たのではないだろうか㈹。

次に摂関家と後冷泉の関係を示すものとして,摂 関家に伝わった後冷泉の遺品に注目したい。

まずは昼御座剣である。崇徳朝の天承元年2月,昼 御座剣が紛失 し,摂 関家に伝わる剣が関白

忠通より献上されて新たな昼御座剣となったが,こ れは 「後冷泉院御宇被置昼御座御剣」であっ

た(78)。この他,小 琵琶 ・元興寺という,後 冷泉の琵琶二点の摂関家への伝来 も確認できる(79)。

このうち小琵琶は,『 中右記』長承元年(1132)9月25日 条に,宇 治へ御幸 していた鳥羽のも

とに頼長が持参 したことが見え,ま た13世 紀前半成立の 『胡琴教録』 には 「四条宮ノ小比巴」

とある。一方元興寺は次掲の如 く,師 実の任関白慶賀及び忠実の任太政大臣慶賀の際に,四 条

宮か らの引出物として見えている。

舶 贈 賄 鯵 所・給云・。(中略)齢 参太叢 論 織 御送物麗 一面難 癖.

頭 中 将 進 簾 前,取 御 琵 琶 授 前 駆 。 『水 左 記 』 承 保2年(1075)10月15日 余

麗 蹴 頃之退出.有引出物i謬。中C]取 之。置償 灘 礫 欝 欝 耀 他 覚
く　　　 く　　カラ

冷 腹 木 馬 。 是 殿 物 也 。 出 引物 両 件 目許 被 渡 之 。 「殿 暦 』 天 永3年(1112)12月19日 条

忠実自身の日記である後者の史料で元興寺の実質的所有者が忠実であることが明記 されている

のに対し,前 者は師実自身の日記ではないため,元 興寺が四条宮 ・師実のうちの何れの所有だっ

たのか詳細は不明である。 しかし後者の太政大臣が当今鳥羽の元服加冠役を務めるために一時

的に就任する職だったのに対 し,前 者の関白 ・氏長者はいうまでもなく実質を伴 う大役である

から,慶 賀の様相 も異なり,名 実共に四条宮の所有である物が引出物 とされた可能性もあるの

ではないだろうか。或いは仮に,任 関白慶賀時の四条宮か らの引出物が,実 は師実の所有だっ

たとして も,後 冷泉の遺品が二度に亘 って彼の妻后の引出物 として用いられていることを考え

れば,や はり後冷泉没後一時はその妻后四条宮の所有物だったと見なせよう㈲。

以上,後 冷泉の菩提供養や遺品の継承に注目しなが ら,後 冷泉 と摂関家の間に四条宮が介在

したことを指摘 してきた。いうまでもな く後冷泉は,道 長ひいては摂関家の血統 によって編成
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された王家の最後の天皇である。後冷泉の死後その王家 一 既に空洞化 してはいるが 一 を摂

関家が 自らのもとに吸収 したわけであるが,こ れを円滑化 したのは,後 冷泉妻后の四条宮だっ

たと結論付けられる。かような四条宮だからこそ,本 章冒頭に掲げたように,後 冷泉の逸話を

摂関家の忠実に語るという形で彼の言談集に登場 したと見なせよう。そ して四条宮は,摂 関家

の血統によって編成された王家を摂関家に吸収(或 いは還元)す る際にその潤滑油になりえた

か らこそ,頼 通の晩年以来,彼 の系統を権威付ける存在になり得たといえよう。更にいえば,

この潤滑油という役割は,摂 関家全盛期の人々と忠実達 との紐帯という役割と同様に,後 世の

摂関家における彼女の位置に重みを付与 したと考えられよう。

むす びにかえて

本稿では,従 来実家の摂関家 と王家 との ミウチ関係構築に失敗 した人物という印象の強かっ

た四条宮について,四 条宮猶子忠実の言談集 『中外抄』・『富家語』の中で語 られる四条宮を手

がか り・糸口にして,新 たな四条宮像の構築を試みた。 まず四条宮が摂関家故実の形成に関与

しえた理由を,彼 女が頼通や上東門院等摂関家最盛期を生きた人々と忠実達との紐帯的存在で

あったことに求めた。次に,女 性院宮としての彼女の先例が,後 世の摂関家女性院宮達に踏襲

されたことを指摘 した。 しかもそれが四条宮の如 く王家の主流から脱落 した女性院宮のみなら

ず,当 今妻后 ・国母に踏襲された事例 もあること,そ して氏長者(時 代によっそは大殿)と 共

に摂関家の運営を担う女性院宮として四条宮が理想視されていたことを明 らかにした。更に四

条宮を摂関家のみならず後冷泉 ・摂関家の二者との関係の中で捉えなおし,摂 関家の血統によ

り編成 された王家の最後の天皇後冷泉の死後,摂 関家によるこの王家の吸収 ・還元を円滑化 し

た人物 と見なした。

さて今後は,四 条宮のみならず他の女性院宮の摂関家における役割 ・位置づけを考えてゆか

ねばならない。先に見通 しを述べてお くと,四 条宮に見 られた性質が全て後世の女性院宮にも

受け継がれているわけではなさそうである。例えば四条宮の場合,『 中外抄』や 『富家語』の

みならず,古 記録の中にも摂関家の故実を伝える人物として度々登場 しているが,後 世の女性

院宮の場合,こ のような事例は管見の限りでは1点 しか確認できないのである。その事例 とは,

春 日社奉幣の際,幣 の串に水で願趣を書いて奉幣すると願いが成就するというものであり,
　お　お

『玉葉』文治元年(1185)12月ll日 条に兼実が 「故女院御教」 と記 している(81)。周知の通 り

『玉葉』 は膨大な量の記事が現存 してお り,兼 実が皇嘉門院と日々親 しく接触 していたことが

窺える史料である。それにもかかわ らず皇嘉門院から兼実への故実伝授記事が1点 しか確認で

きないことは,故 実伝授が彼女の主要な役割ではなかったことを示 していよう。皇嘉門院を巡

る先行研究では,皇 嘉門院領及びこれを中核に増加 した九条家領の経営の検討を通 して,皇 嘉

門院の時代に見 られた女性院宮による所領経営の独立性が次第 に失われる一方で仏事運営は引
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き続き女性院宮が担 ったことが明らかにされているが㈹,所 領経営 ・仏事運営以外にも,女 性

院宮研究の手がかりを探 してゆ く必要があるだろう。また,こ れと合わせて,摂 関家以外の家

出身の女性院宮の実家における役割 ・位置付けの追究 も今後の課題とし,中 世前期における女

性院宮像の解明を志 したい。

注

(1)伊 東 玉美 「故実説 話の メカニ ズム」(同 『院政期 説話集 の研究』 武蔵野書 院1996年,初 出は

1991年)

(2)高 松百番 「院政期摂関家 と上東 門院故 実」(『日本史 研究』513,2005年)以 下,高 松氏の論考は

全 てこれを指 す。

(3)周 知 の通 り,天 皇 の外戚 いかんを問わず道長 の直系 によ る摂関職世襲が固定 して摂関家が成立す

るのは12世 紀初 頭であ るが,こ こで は便宜上,そ れ以前 の道長 の直 系 も摂関家 と表記す る。

(4)増 渕 徹 「藤原寛子 とその時代」(京 都 橘女子大学女 性歴史文化研究所編 『京都 の女性 史』思文闘

出版,2002年)以 下,増 渕氏の論考 は全て これを指 す。

(5)『 富 家語』151条 に も同内容の言談が見え る。

(6)『 殿暦』永 久4年9月7日 条。

(7)『 兵 範記』 保元元年正月4日 条。

(8)同 書嘉 応元年3月26日 条 。 尚,史 料 大成本 の表記 を陽明叢書本 によ り一部改 めた(以 下 「兵範

記』 は,陽 明叢 書本 または京都大学史料叢書本 によ り適宜 改めて引用す る)。

(9)「 台記別 記』久安6年 正月19日 余。

(10)新 日本古典文学大系本の脚注は,こ こに見え る移徒 を待賢 門院藤原璋子のそれ と推測 してい るが,

これが高場 院の移徒 を指す ことにつ いては,上 杉 和彦 「藤 原忠実 の言談 を め ぐる一,二 の問題」

(『朱』45,2qo2年)参 照。
　 ロほう

(11)尚,同 書の冠筥の説明 に 「但錐為庇具用時 ハ北庇 之二階南辺立之。長承三年 四月十九 日戊 戌皇后
くぷ 　う くロ　ラ

宮立后 二被用之。前太政大 臣姫君,院 女御。長 元十 年三月一 日高揚院四条宮立后例云 々」 とい うよ

うに,高 陽 院立后時 の冠 筥の用法 が四条宮立后 時のそれ に倣 った と記 されてい るが,長 元10年3

月に高揚院邸で立后 したの は四条宮 ではな く,頼 通 猶子で後朱雀妻后の源子女王 である。

(12)養 父頼長が保元の乱で敗死 した多子 の場合,摂 関家 との関係が切れたの は当然 と思 えるか もしれ

ないが,忠 通猶子呈子 の場合 も,摂 関家 との関係が失 われていた ことが,① 皇嘉門院 ・基房 ・兼実 ・

育子(二 条 中宮。六条養母)等 忠通の実 子が忠通の追善 供養 を催 している記事が兼実の 日記 『玉葉』

に度 々見え るのに対 し,呈 子 のそれは皆無 であ ること,② 『玉 葉』安元2年9月19日 条 の呈 子死
くま　　

亡記事 が 「今 日辰刻,九 条院。 日来脚病 之上,赤 痢病云 々。未曾有之年欺。右 中将泰通 朝臣参籠。

沙汰万事」 という具合 に簡略 な上,死 後の沙 汰を彼女の甥表通が全 て沙汰 し,当 時の関白基房や皇

嘉門院の動向が全 く記述 されていない こと,等 か ら窺え る。 因み に皇嘉 門院死芸 時に彼女の弟であ

り猶子であ る兼実が全 てを取 り仕切 った ことはい うまで もないが,皇 嘉 門院に先立 って育子が亡 く

な った時 には,本 来万事 を沙汰 すべきであ った基房が それ を怠 り代 わ りに皇嘉 門院が全て沙汰 した

ことが 『玉葉』 に見 える(承 安3年16日 余)。 尚,育 子 は 『尊卑分脈』 の記載 等か ら,忠 通猶子 と

見な され ることが多 いが,彼 女 が忠通 の実子 だ った ことにつ いては,海 野泰男 『今鍍金釈』上(福

武書店,1982年)第3の 補注参 照。

(13)「 玉葉』文治元年12月1日 条 に見え る八条院仏名会等。

(14)『 中右記』 康和4年12月21日 余(当 今堀 河仏名会),「 殿暦』康和4年12月27日 条(堀 河妻后

篤子 内親王仏 名会),『 長秋記』大 治5年12月24日 余(白 河院仏名会),『 玉葉』承 安3年12月13

日条(国 母建春 門院仏名会)等 。
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(15)『 兵範 記』長承元年12月22日 条(当 今崇徳妻 后藤原聖子 《皇 嘉門院》仏名会),『 玉葉』 承安 元

年12月10日 条(国 母建 春門院仏名会)等 。院 に関 して も,『 山塊記』治承4年12月22日 条の後

白河院仏 名会記事 に 「此御所 御帳不叶」 とあることか ら,帳 設置 が原則 だ った ことが窺え る。

(16)『 兵範記』 仁平3年 閏12月25日 条 ・久寿元年12月4日 条。

(17)尚,高 場院の場合,『 台記』保延2年12月26日 条 に見 え る仏名会 では行香 が行われ た他,参 拝

者 は束帯 を着用 してい る。 当時高揚院 は皇后であ ったが,立 后後暫 くは原則通 りの仏名会を催 した

の であろ うか(立 后 は保延2年 より2年 前 の長承3年)。

(18)『 後二条師通記』寛治4年12月26日 条(白 河院仏名会)等 。 尚,妻 后 や国母 に関 して は,注(15)

前掲史料 等参照。

(19)尚,皇 嘉 門院 よ り後の摂関家の女性院宮 にも同様の式次第が踏襲 された否 かは,彼 女達の仏名会

関連史 料が乏 しいため判 断 し難 い。 『明月記』建永元年12月16日 条 の宜秋 門院九条任子(治 天院

後鳥羽在 位中の正配 であ るものの,建 久7年 の政変後 は離別状態)の 仏 名会記事 は比較的詳細で あ

り,会 場が堂で帳 が設 置 されて いない点 は皇嘉 門院達 と同様 であ るが,行 香は行われ ている。 『明

月記』建 仁3年12月27日 条の宜秋門院仏名会記事及 び同書寛喜 元年12月25日 条 の東一条院九条

立子(佐 渡へ配 流 された順徳正配で仲恭廃帝母)の 仏名会記事 に も各 々行香 の ことが見え る。

(20)『 中右 記』 大治2年8月15日 条 ・9月26日 条。

(21)『 兵範 記』 久寿2年12月17日 条 ・22日 条。

(22)同 書保 元元年正 月24日 条。

(23)『 玉葉』養和元年12月5日 条 ・6日条 ・18日 余 ・寿永元年正月18日 条 ・24日 条 ・11月18日 条 ・

12月5日 条,「古記 』寿 永元年正月18日 条。

(24)尚,四 条宮か ら没後の雑事を承 った太皇太后宮大夫源俊明 は結局四条 宮よ り13年 も早 く亡 くな っ

て いる。

(25)『 玉葉 』寿永元年7月14日 条。

(26)『 殿暦』康和3年 正月2日 条,『殿暦』及び 『中右記』長治元年正月2日 余 ・嘉承2年 正月2日 条 ・

天永2年 正 月3日 条。

(27)『 台記 』康治2年 正月2日 条 ・久安2年 正月1日 条 ・仁平4年 正 月2日 余等。

(28)『 台 記別記』仁平3年11月26日 条。 尚,寛 治二年 の師実の春 日詣 自体は 『後二条 師通記 』・『帥

記』・『中右記』 寛治2年9月16日 条 よ り確認で き るものの,宇 治 におけ る四条宮 の見物 や行列 の

服装 等の詳細な点は不明で ある。

(29)『 台記 』久寿2年5月3日 条。因 みに5月10日 の2度 目の左 大臣辞 表提出に も,こ の邸宅が用 い

られた。

(30)『 後二条師通記』永保3年 正月19日 条,『 殿暦』・『中右記』 天永3年11月18日 余。

(31)『 台記』久寿2年4月27日 余。

(32)『 兵 範記』保元2年7月27日 条。

(33)同 書同年12月1日 余。

(34)『 後二条師通記』康和元年3月1日 条。

(35)『 玉 葉』承安4年12月12日 条。

(36)東 三条殿 とい うと,摂 関家 当主(=氏 長 者)の 邸宅 とい うイ メー ジが一般的か も しれ ないが,頼

通 生前 にはいまだ摂轟継承 は頼通 の系統に固定 していないか ら,そ の時点で はあ くまで頼通 の系統

の中の正嫡 が継承す る邸宅 とい う表現 が正 しいと思 われ る。 また,摂 錬継承が頼通 の系統 に固定 し

た後で も,父 が関 白氏長者在任 中に この邸宅を譲与 された忠通(勿 論,未 来の摂関家 当主 ではあ る

が)の ケー スもあ るので(『 中右 記』保安 元年正月2日 余 但 し,例 えば平等院 の券契 が大治3年6

月2日 に忠 実か ら忠通へ譲 られた 《『知信記』 同 日条》後 も,大 殿た る忠実 が平等 院管領権 を掌 握

して いたか ら,券 契 の譲一与は必 ず しも管領権の譲 与 とイ コールで はなか ったと考 えるべ きか),「 正

嫡 が伝領」 とい う表現 を用 いた。
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(37)或 いは高 揚院 も,忠 実が忠通 を義絶 して東三条殿 を接収 した後,頼 長 に与え るに先立 って一旦券

契 を渡 されていたか もしれないが,現 存す る 『台記』 の記事 には,頼 長 が東三条殿を譲与 された時

やその直前 の記述 がないため,推 測 にとどめてお く。

(38)当 該 期の大 殿が平等院や法成寺の管領権 を掌握 していた ことについては,樋 口健太郎 「院政期摂

関家 におけ る大殿について」(『日本史研究』484,2002年)参 照。

(39)例 えば平等院一切経会 にお ける経蔵 開扉 につい て 『兵 範記』保元2年3月3日 条 に,「 闇 闇人,

先例 四条宮 ・高陽院。宮司 ・院 司,家 司相並参勤。 伍有 儀,皇 嘉 門院 々司今年相加也」 とあ る。

(40)横 内裕人 「宇 治 と王権 」(院 政期文 化研究 会編 『院政 期文化論集(三)時 間 と空 間』森 話社,

2003年)但 し摂関家に女性院宮不在 の時は,氏 長者(又 は大殿)の 家司のみ遣 わされた。

(41)末 松剛 「儀式 ・先例か らみ た藤原頼 通」(和 田律子 ・久下裕利編 『更 級 日記 の新研 究』新奥社,

2004年)以 下,末 松氏 の論 考 は全 て これを指す。 尚,平 等 院経蔵 ・宝蔵 に最初 に注 目した研究 と

しては,膨 大な史料か らの経蔵 ・宝蔵 の宝物 の リス トア ップも行 った福 山敏男 「平等 院の経 蔵と納

和 歌集記」(同 『日本建 築史 研究 続編』墨水書 房,1971年,初 出は1951年),中 世説話 における

平 等院経蔵 ・宝蔵 について論 じた田中貴子 「宇治 の宝蔵」(同 『外法 と愛法の 中世』 砂子屋書房,

1993年,初 出は1989年),宇 治 を頼 通に とっての文 芸拠点地 と論 じ,彼 の蒐書 した ものが経蔵収

納 され たこ とに言 及 した和 田律 子 「後冷泉朝文化 圏 と藤原頼通」(王 朝物語研 究会編 『論叢 狭衣物

語 二』新 典社,2001年)が ある。 尚,田 中氏 が指摘 されてい るように,古 記録 で は経蔵 と宝蔵

を明 らかに別物 と して併記 して いる例 と経蔵を 「宝蔵」 とも表記す る例 とが ある。そ して末松氏は,

経蔵 ・宝蔵を一括 して 「宝蔵」 と表記 されているが,本 稿では経蔵 ・宝蔵 と区別 して表記 す る。

(42)忠 通長男基実 が高揚院猶子 とな った時期 に忠実 によ って 「忠通一類 長一兼長(頼 長嫡子)」 とい

う摂擁継承 ライ ンが構想 されていた ことや,皇 嘉門院猶子兼実が忠通の三男 に過 ぎぬ ことに鑑み,

これ らの事例 を女性院宮 と嫡子 との猶 子関係 と見なす ことを不適 当とす る見解 もあるか もしれない

が,こ れ につ いて以下私見 を述 べてお きたい。まず高場院であ るが,彼 女 は当時兼長 を も猶 子に し

て いたと考 え られ る。兼長 について は,幼 少期に高揚院 と同居 してい たことや(『 台記』康 治二年

12月8日 ・9日 条等),年 始 に高揚院御所 で戴 餅を行 ったこ と(『台記』康 治2年 正月ll日 条 ・同

3年 正月1日 余)が 確認 で きる。 忠実 の幼少 期に四条宮 との同居が確認 で きるこ とや(『 後 二条師

通記』永保3年 正月3日 条 等),基 実 が高揚院御所に屈 して戴餅 を行 ったこ と(『台記 』久安 元年正

月5日 条 ・同2年 正月1日 条)と 考 え合わせれば,兼 長 も高揚院 の猶子 だ った と判 断でき よう。一

方忠通 は,基 実の摂鑛継 承を密か に願 い,「 不愛,不 沙汰」(『台記』久安 元年 正月5日 条)と い う

一見冷淡 な態度 をと りつつ彼を高揚院の猶子 とした と考え られ るが,忠 通 と忠 実 ・頼 長の関係悪化

に伴 い,高 陽院 と基実 の関係 も事実上 破綻 したと思われ る。仁平2年 の基実任 少将 ・中将何 れの慶

賀の時 も,養 母 であるはずの高 揚院の もとを訪れて いな いこと(『兵範記』 仁平2年3月16日 条 ・

11月15日 条)が その証左 とな ろ う。 そ して氏長者 や京極殿領 の如き主要財産 を忠実 に剥奪 され,

高場院 との関係 も破綻 した忠通 は,自 らの娘 であ り一定量 の所領 を有 す る皇嘉 門院を嫡子の養母 と

す ることに活路 を見 出 したので はない だろうか。 とはいえ,高 揚院猶子 基実 を皇嘉門院猶子 に改め

ることには何 か しら支障があ り,そ こで兼実 を嫡子候補 と して,皇 嘉 門院の猶子 と したので はない

だろ うか。 尚,兼 実 が皇 嘉門院猶子 と明記 される初例 は現存史料 では 『兵範記』保元元年正 月4日

条 であるが,忠 実 ・頼長 失脚以前の近衛朝の段階 で猶子 関係 は締結 されていた と考え るべ きであろ

う。 問題 は次 男基房ではな く三男兼実 に白羽 の矢 が立 った ことであるが,そ の理由 は不明 である。

あえて推 測するな ら,兼 実が愛妾の所生だ った点 に理 由を求 め られるだ ろうか。人名 に注 目され た

飯 沼賢司氏は,摂 関家の嫡子の名 に一世代 おきに 「通」 と 「実」 とが交互につ けられ ていることか

ら,基 実 と兼実 は忠通 の嫡子 と位置 付け られた と推測 されてい るが(飯 沼賢司 「人 名小考」 《竹 内

理三 先生:喜寿記念論文集刊行会編 『荘 園制 と中世社会』東 京堂 出版,一 九八四年》 尚,飯 沼 氏は次

男基 房を基実の同母弟 と解釈 し,基 房 と兼実 同母弟兼房 を次子 格 と見な して 同母兄弟 同士嫡 子と次

子に分け られ各 々 「近衛 グル ープ」 と 「九条 グループ」 を形成 した と論 じられ ているが,基 房の母
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は基 実の母 の妹 であ り,彼 は基 実の同母弟 ではない),や は り三 男に 「実」 の字 が付 けられ た事情

は不明 である。 この飯沼氏の論考 や皇嘉 門院 と兼実 の猶子関係を根拠 に野村育世氏は,忠 通が基実 ・

兼実 を起点 とす る二つの摂関家 の成立 を意 図 していた と論 じられてい る(野 村育世 「家領 の相続 に

見 る九 条家」《『日本歴史』481,1988年 》)。忠通 が摂関家分立 を意 図 したか否かは不分 明であ るが,

保 元 の乱 を経て 氏長者 の資 格 と財産 が忠通 の も とに戻 った後 も彼 の三 男が 「兼実 」 と命 名 され

(『兵 範記』保元2年8月14日 条),そ の後基実(当 時右 大臣。 未 だ実子 な し)の 子 と して元 服 し,

しか も関 白忠通 の子 と して元服 した基実 ・基房 同様正 五位下 に叙 されて いるこ とか ら(『玉葉』 安

元 元年3月6日 余),忠 通 が 「忠通一基実一 兼実」 とい う摂鎌 継承 ライ ンを視 野に入れて いた可 能

性,す なわ ち兼実が嫡子 と目されていた可能性は高い と思われ る。

(43)『 台記 別記 』久安6年 正月19日 条,『 玉葉』 建久元年正 月ll日 条,『 明月記』 寛喜元年ll月16

日条。但 しこの うち多子 に関 しては,入 内当 日の詳細な記事は現存 しないため,女 御 宣下 の 日の記

事 に よって いる。

(44)『 玉薬』承元3年3月23日 余。 尚,こ の時の庇 の調度 は上東門院の ものではな く,兼 実 が藤原季

行の娘 と結婚 した時 に用 い られた ものであ った(但 し上東門院 の調度 のスタイルに倣 って火取は置

いて いない。通 常 は庇 の調度 に火取 を置 いたこ とにつ いては,『 類聚雑要抄』 第4の 庇調度 の項 参

照)。 この時上東門院 の調度 が用 い られなか ったの は,当 時九条家で はな く近 衛家の家実 が氏長 者

と して,上 東門院 の調度 を納 めた平 等院の管領権 を掌握 してい たか らであろ う。

(45)『 台記別記』久安6年 正月19日 条 ・22日 条。

(46)一 般 に貴族は年始 に,天 皇 。院 。国母 ・親族他,親 睨の院宮 のもとを個人 的に訪 問 して廻 るが,

頼長 やその子達 は,必 ず禎子 の もとに詣 でてい る(『台記 』康治2年 正月1日 条 。天養元年正 月1

日条 。久安元年正月1日 条 ・仁 平元年正月1日 条 ・久寿元年正月3日 条 等)。 尚,『 台記』久安2年

正月1日 余 にの み,禎 子 の他 に統子への訪問の ことも見 えるが,当 史料 も含 めて禎子 訪問 には度 々
く　ほカラ

「召入簾 中」 とい う表記 が見 られ るのに対 し,統 子 の方 には見 られな いか ら,こ の点 か らも,親 疎

の度合 いが量れ よ う。

(47)『 水左記』永保元年8月10日 条。

(48)『 永 昌記』天治元年4月28日 余 ・6月19日 条。

(49)義 江彰 夫氏は 『兵範記」 の禎子 の死亡 記事 より,「 この家領 は禎子没 後 も摂関家 には戻 されて い

な い」 と断 定されてい る(義 江彰夫 「摂関家相続 の研究序説」 《『史学雑 誌』76-4,1967年 》)

(50)「 殿暦』永久4年7月11日 余。

(51)但 し大殿 が平等 院管領 権を掌握 した時代 におい ては,大 殿 が没 した時点で初めて新摂関の平等院

詣 は叶 った と考 え られ る。例え ば忠実 の内覧(=氏 長者)就 任 は康和 元年であ るが,平 等院詣 は,

康和3年2月 の師実 死去 の1ヶ 月後 である(表1参 照)。

(52)『 中右記』 承徳2年9月22日 条,『 殿暦』康和3年7月23日 条 ・天 永2年5月20日 条等。

(53)『 勘仲 記』 弘安4年7月14日 余 ・15日 条。

(54).尚,こ の時醍醐 源氏俊明が共 に赴 いてい るが,当 時宇 多源氏 の公卿が経信のみで あ り,俊 明の母

が宇多 源氏経頼 の娘であ ることか ら,か よ うな人選 とな ったのであ ろう。 この後,軽 信 は蔵人頭弁

(勅使 であ ろう)と 共 に仁和寺宝蔵(倉 と同一 であろ う)・円堂院経蔵を開扉 ・点検 したこ ともあ っ

た(『 帥記』永保 元年ll月8日 余 ・9日 条)。

(55)横 内裕人 「仁和寺御室考」(『史林』79-4,1996年)

(56)平 等院一 切経会 の式次第 につ いて詳細 は斉藤利彦 「平等 院一切経会 と舞i楽」(『仏教史学研究』45-

2,2002年)参 照 。

(57)注(4)前 掲増渕論文,美 川圭 『白河法皇』(NHKブ ックス,2003年)等 。

(58)『 知 信記』大治3年2月22日 条。

(59)「 扶 桑略記』。『百錬抄」康平4年10月25日 条。

(60)『 兵 範記』仁安2年5月23日 余。
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(61)坂 本賞三 『藤原頼通 の時代』(平 凡社,1991年)等 。

(62)継 続的な一切経書写 や供養 が政治主 導の正 当性 を主張す る装置だ ったことにつ いては,上 川通夫

「一切経 と中世 の仏教」(『年報 中世史研 究』24,1999年)参 照。 尚,上 川氏は平等院収納 の一切経

につ いて,道 長発願 の一切経 であ り,道 長 没後に頼通が完成 させ,道 長か ら伝領 した宇治別 業の寺

す なわち平等院へ納 めたのではないか と推測 されてい る。本稿で推測 した平等 院一切経会 開始の理

由は上川氏 のこの論 によ って も補強 され よう。

(63)女 性 院宮 による開催 は,皇 嘉 門院の時 に も一 度見 られ る(表1-18)。 この時の 『山塊記』 には

「昨 日於左衛 門陣頭弁信範談 日,平 等院一切経会今 日式 日也。為皇嘉門院 御沙 汰被行 之。(中 略)予

問云,非 摂政御沙汰欣。 答日,令 謙 譲総数。又問 日,四 条宮御時為彼御沙 汰歌。 答日,然 也」 とあ

り,こ こで もやは り四条宮の先例が意識 されて いたことが窺 える。

(64)四 条宮 ・忠実以前 に不婚内親王で頼通の外孫か つ猶子 の高倉一宮祐子 内親王 ・師通のペ アがあ る

が(詳 細 は川端新 「摂関家領荘 園群 の形成 と伝領」《同 『荘園成立史 の研究』思文閣 出版,2000年,

初 出は1994年 》参照。以下本稿で は,川 端氏 の論考 は全て これを指す),彼 女 は女院 ・后で はない。

尚,表2-9の 宜秋 門院 ・九条道家 のペアに関 しては,所 領相続 が明 らかなの に対 し猶子 関係の こ

とは管見 の限 りでは古 記録や文書 に明記 されていないが,道 家の着 袴や元服が宜秋門院御所 で行わ

れた こと(『 明月記」正治2年3月25日 条 ・建仁3年2月13日 余)及 び道 家が宜秋 門院の所領を

ま とめて相続 した ことが,皇 嘉 門院 ・九条良通 のペ ア(表2-5)に 見 られ る現象 と全 く同 じで あ

るため(但 し周知の通 り良通 は,自 分 と同 じく皇嘉 門院猶子 であ る父兼実を 中継 ぎと して相続す る

ことが決定 されていたので あるが,結 局父 に先立 って没 した ため,相 続 は実現 していない),道 家

は宜秋門院猶子 であ った と判 断 した。 また,表2-12の 『広橋文書』 は 『鎌 倉遺文』等 には未収録

であ るが,金 井静香 「近衛 家所領 目録 とその後」(同 『中世公家領 の研 究』思 文閣出版,1999年,

初出は1996年)で 紹介 されて いる。

(65)但 し当今妻后 や国母以外 の女性院画 すなわち居所が内裏 や夫院 の御所で はない女性院宮の方が,

猶子 と同居 した り,着 袴や元服等 の通過儀 礼で居所を会場 と して提供 した り儀礼 を沙汰 した り出来

る分(表2-1・3・5・9の 事 例か らは,こ れ らの ことが確認 でき る),猶 子 との関係 はよ り親密 で

あ った ろう。

(66)表2-2の 中宮 篤子内親王 も女院で はな いが,そ の所領 は御願 寺(証 菩提 院 ・堀河御堂 ・比叡 山

西南院)領 だ けで も12世 紀前半 段階では37ヵ 所 に上 り,彼 女 の死後 これを忠通 が相続 していた。

しか しやがて彼女の遺領管 領に彼女 の兄 白河 が介入 し,「証菩 提院領井庁分十 一 ヵ所」 のみが摂 関
"家

領 と して伝領 され た(詳 細は川端論文参照。但 し川端氏 は,白 河 院によ って尊勝 寺《堀河 御願寺》

の南 に移築 される以前 の証菩 提院の場所を法性寺南辺つ いで北辺 と述 べ られてい るが,こ れ は法成

寺南辺 ・北辺の誤 りであ る 《『長秋記』大 治4年3月19日 条》。 ここか らも篤子 と摂 関家 との繋が

りが読 み取 れよ う)。

(67)勿 論,全 ての非嫡子 の立場 が弱か ったわ けではない。 表2-11に 見え る九条道 家三 男一条 実経は,

母 は道家嫡子教実 や藻壁門院 に同 じく准后西園寺綿子 である し,道 家最 愛の子で もあ る。教実の早

世 がな くと も彼が摂鎌 を継承 できたか否 かは分 か らない が,と もか く実経 を当今妻后 また は国母

(何れの時期 に猶子 関係が締結 されたかは不 明)の 猶子 とす ることによ り,彼 の立場 を嫡 子教実並

みに強化 する ことを道家は意図 したのではないだろ うか。

(68)、 尚,後 冷泉 の逸話 は 「中外抄』 には見えず,『 富家語』11条 以外で は,同 書77条 に,忠 実の外

祖 父大 宮右大 臣藤原俊家の雪 の 日の服装 に後 冷泉が感 じ入 った とい う逸話が見 えるのみであ る。

(69)「 冷泉宮」 とは本来,師 実正妻源麗子 の養母 憬子 内親王を指すが,『 執政所抄』 には彼女 の忌 日で

あ る12月28日 の項 に 「冷泉 院殿御 忌 日」 とあ るので,『 執政所抄』の転写が繰 り返 される うちに,

後冷泉 と憬子の忌 日に関 して錯簡 が生 じた と考 え るべ きか。

(70)「 行事暦注」 の語 は,遠 藤基 郎 「年 中行事 認識 の転換 と 「行事暦 注」」(十 世 紀研究会編 『中世成

立期の政治文 化』東京堂 出版,1999年)に よる。 尚,13世 紀前半段階 において も後冷泉 の八講 が
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後一条 の八議(詳 細 は後述)共 々摂関 家の沙汰で行 われ ていた ことは,『 民 経記 』安貞元年9月 記
　ゆ　 ラ

紙背文書 よ り明 らか である。 本文書は前後欠 けてい るが,法 成寺修正 ・同八講 ・中納言 中将殿 氏三

社御幣等,摂 関家が沙汰す る行事 に必要な紙の量 を行事別 に書 き上 げた ものであ り,こ の中に 「十

枚 螺 軸 簾 籠 粛 」 と見 える。
くま　ラ

(71)こ こに見える御堂が法成寺 のそれで ある ことは,『 中右記』 同 日条の 「当東北 方有焼亡。殿下乗

御私車。 予候車 後。 令走 向焼亡 所。(中 略)殿 下 参内給間,重 又当東方有焼亡。 令走御車参法成寺

給 。御堂北築垣外僧房一宇焼亡」 とい う記述よ り明 らかであ る。

(72)『 土右記』治暦5年4月19日 条。

(73)『 土右記』治暦5年5月19日 条,『 水左記』承暦 元年12月19日 条(「 参新東門院。今 日毎月 御念

仏 也」 とあ るが,「門」 は 「北」の誤写であ ろう)・承暦4年2月19日 条(『 水左記』承暦 四年条 は,

東 京大 学史料編纂所所蔵 『東 山御文 庫所 蔵史料』 に よる)。 この他,「 御念仏」の語 は見 えないが,

「参 新東北院」 という表記 のある 『帥記 』承暦4年7月19日 条 も,後 冷泉の毎月御念仏 に関 わる記

事 であ ろう。

(74)『 帥記』寛治2年8月17日 条,「 栄花物語 』巻40。 但 し八講 や五十講 の件 は 『栄花物語』 のみに

見 え,そ の際に後一 条の他母藤原威子(道 長三女)や 夫 後冷泉の供養 も行 った ことが分か るが,菩

提樹 院が後一条追善 のため に建立 された ことや,二 条院が新 たに建立 した堂 に後一条の御影が置 か

れ た こと(『 栄花 物語』。 但 し 『後 拾遺 和歌集』593番 歌(出 羽弁 作)の 詞書 には,「 菩提 樹院 に,

後一条 院 の御影 を書 きた るを見 て(以 下略)」 とい うよ うに,菩 提樹 院その ものに御影 が安置 され

た ことが見え る)な どか ら,や は り後一条 の供養 が主 たる ものだ った と判断で きる。

(75)中 原氏 編纂の年 中行事書及 び 『猪熊 関白記』・「民経記』 等の行事暦 注参照。

(76)伴 瀬 明美 「天皇 家の光 と影」(服 藤早苗編 「歴史 のなかの皇女 たち』 小学館,2002年)等 。

(77)二 条 院 自身 は 『執 政所抄』成立 期の10数 年前 の長治2年 に亡 くな ってい るが,彼 女 の死後 も暫

くは菩提樹 院におけ る後一条の供養 は続行 されて いたのではないだろ うか。 しか しやがて同寺 は衰

微 し,法 成寺 阿弥陀堂が後一条追善供養 の唯一の場 となったのであろ う。 もっとも,菩 提樹院の名

自体 は,『 兼好法 師集』202番 歌 の詞 書 に 「菩提樹 院の藤 見に まか りて」 とあ るように,14世 紀 ま

で見 られ るが,後 一 条追善の機能 は これ よ りず っ と以前 に失われ たと考 え られ る。 まず12世 紀半

ば に,菩 提樹院 四至 内に徳大寺実能建 立の堂があ ったこ とが見え る(『兵 範記』久寿2年6月8日

条)。 永暦元 年12月4日 には実能の子公能 が菩提樹院 に赴 いているが(『 山椀記』同 日条),恐 らく

前掲 の堂 に参拝 したのであ ろう。 また,こ こには公能 の子 公衙の邸宅 もあ った(『 山椀記』 元暦元

年8月14日 条 尚,こ の時期 に見え る菩提樹院の所在地 が洛東神楽 岡であろ うことは,『 山椀記」

治承3年 正月29日 余の 「向東山堂行弥勒講。為重墜密々礼頼政朝臣堂蔑響 難」という記述から推

測 できる)。 その 後 「菩 提樹院」・「菩提院」 の名は13世 紀前半 の後堀 河朝最 末期 か ら四条朝初頭 に

か けて古記録 に散見 す る。 ここに見え る 「菩提樹院」・「菩提院」 の所 在地 も恐 らく洛東神楽岡であ
けし　けぬう

ろ うこ とは,「参殿下之処,密 々御 出白川菩提院殿云 々」(『民経記』貞 永元年2月28日 条)と いう
くむまラ

記事や,西 園寺公経の著 名な吉 田泉邸 の近辺 に所在 した ことを窺わせ る 「早旦太 閤令渡菩提院殿給。
くのロサねモラ 　けズ　 くニ　ゑ　ラ

巳刻許宜秋 門院 ・大北政 所其外人 々少 々令乗別車令渡船。予井 中納言 中将 等有御供。 自太閤御使来
く　にキ　　

云,自 足令 申案内之 時,可 有 渡御云 々。 傍先奉渡 入道相 国吉 田泉亭,於 此 所為被待太 閤御使也 」

(『洞院摂政記』貞永元年6月22日 条)と い う記事 から推測 できる。 しか しこれは,「 向菩提樹院。
こなお くむまラ

土木之 聞事,可 歴覧 之由,依 太閤仰也」・「今 日菩 提院殿 贅門島被立門。為御覧,大 殿 令渡船 」(『洞院

摂政記』 貞永元年5月6日 条 ・天福元 年7月10日 条)と い う記述 よ り,こ の頃九条家 によ って建

立 され たこ とが分 かる。以上 の ことを総合すれば菩提樹院 は,そ の名 は長 らく残 った ものの,後 一

条の菩提供養 の場 とい う性 格は12世 紀半 ばには既 に喪失 していたと結論付 け られよ う。

(78)『 時信記』 天承元年12月18日 余。

(79)こ れ らが後冷泉 の宝物だ った ことは 『江談抄』 第3-60条 ～62条 に各 々見え る。 特 に元興 寺に
くぷハ

つ いて は60条 に 「今 に伝 へて殿下 に在 り」 と,摂 関家へ の伝来 が明記 されている。
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(80)天 皇 か らその妻后 への楽器相 伝の例 としては,『枕草子』89段 に一条 の琵琶 として見える 「無名」

の,上 東 門院への相伝(『 江談抄』第3-60条)が あげ られ る。

(81)尚,『 玉葉 』の この記事の 内容 は,後 に 『玉蘂』 承元5年3月3日 余で引用 されてお り,「皇嘉 門

院仰 云々」 と締め く くられて いる。

(82)注(42)前 掲野村論 文,同 「皇嘉門院 の経営 と九 条兼実」(『早稲田大学大学院文学研究科紀 要(哲

学 ・史学)』 別冊14,1988年)
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ConsiderationofSlz勿 ●oη02ηゼlyα一Fz49∫ ω απz々 α2zslzゼ's

StandpointamongtheFamilyof

RegentandChiefAdvisertotheEmperor

Making"Cん ㎎ αゼsyδ"and`π 耽 ¢go"totheBeginning

YAMADAAkiko

Inthisarticle,theauthorconsidersthestandpointofSlzがoηo〃z∫yα ・Fπz∫ ω αγ己z α々2τ∫ん否

amongtheFamilyofRegentandChiefadvisertotheEmperorwhichisherfamily.

Sん ヵ●oηo御 盛yαisthedoughterofFπz伽 απzy∂ γ勿2∫`乞whoservedastheRegentandChief

advisertotheEmperorduringhalfacentury.Duringthisperiod,yθ γ禰 漉wasallem・

peror'smaternalrelatives.Ship'oηo鋭 砂 αbecametheempressofE〃 ψ θπ)γOo勉gε 否whois

thelastemperorbeingthematernalrelativeofyb7伽 乞`∫.AlthoughShij◆oηoη め αbecame

theempress,shedidnotgivebirthtotheprincewhohadtobegoingtobecomean

emperorinthefuture,andtheherfamilylostthestandpointofemperor'smaternal

relative.

Insuchdivision,shetendedtobegivenanegativeevaluation』ofhavinginvitedthe

endofthepoliticalsystemthatregencyandthechiefadvisertotheEmperorled.

However,theauthorfeelsthenecessityforanalyzingherlifeafterthedeathof

Eη ゆ θπ)yOo履 初fromaviewpointdifferentfromthepresenceoftherelativerelation

constructionwiththeimperialfamily.Then,thetopicsofS勧'oηo吻yαwhosaw,

℃1痂g厩 ∫yδ"and`7熱 々¢go"whichrecordedwhataboutFuブ 伽 ωu7h4αzα ηθalsowhoitwas

agreat-grandchildofybη ●2η魏andwasS吻bηo履yα'sadoptedsontalkedwasmadethe

clueandthebeginning,andtheconstructionofimage'sofnewSん 加 πo履yαwastried.

From℃ 履gα 歪syδ"and`π 貌 εgo℃itispossibletolookSん 加 ηo履yゴsplayingtheroleto

tellthedescendantancientpracticesofpeopleoftheFamilyofRegentandChiefadviser

totheEmperorgloryperiod,suchasノ θ`oηzo短 η一sんδs配(yb7f㎜ 漉'ssister)andybガ η2漉

whomS勧bηo禰yαwitnessedfaithfully,andherhavinganimportantinfluenceon

regency'sfamily'sancientpracticesformation.Inotherwords,shewasvaluedasthe

bondofpeoplewhohadlivedinthefamilygloryageandtheirdescendant.

Actually,byreadingaristocrats'documents,manycaseswhereS妨'oη α η砂 〆sprece-

dent,forinstance,adoptionandmannersoffamily'simportantceremony,isbeingfol-

lowedbythe八 仙o勿(itisthepositiontowhichthetreatmentsimilartotheretired

emperorisreceived.Thepersonwhoattachedtothispositionhadempress'scareer.)and

theempressofS吻oηoη 吻 α'sfamilycomingfrominafteragescanbeconfirmed,The

familyofRegentandChiefadvisertotheEmperoratposteritywerelookingupto

S厨'oηo競yαasanidealempresswhoborethefamily'smanagementwiththemaster.

Besidesthis,in"π 々¢go巴Shψbηoη πyαwhotalkedaboutnotonlytheanecdoteof

peopleintheparents'familybutalsoEmperorOo㎎ 歪zθ∫'sanecdotesisseen,too.Asa

.reasonwhyshewasrecordedlikethis,ItisthoughtthatsheastheEmperorOo㎎ 掬 θ乞's
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widowmadeworkthatherclanabsorbedtheimperiallinesmoothwhenpostmortemof

Emperor(;o雇zθ ∫whoisthelastemperor.oftheimperiallineorganizedwithherclan's

blood.

Thatis,ThereasonswhyS勧'oη07短yαwasattachedimportancetointheFamilyof

RegentandChiefadvisertotheEmperorofposteritythoughshewasthepersonwho

hadfailedinconstructingtherelativerelationbetweentheFamilyofRegentandChief

advisertotheEmperorandroyalfamily,areasfollowings.

IShip'oη07η 歪yαwasthebondofthepeopleoftheFamilyofRegentandChiefad-

visertotheEmperorwhohadlivedinthefamilygloryperiodandtheirdescen-

dant.

HS妨'oη07η 砂 αisthepersonwhomadetheworktoreducetheimperiallineorgan-

izedwiththebloodofherfamilytothefamilysmooth.

Keywords:S〃 加 η02η砂 α,theFamilyofRegentandChiefadv董sertotheEmperor,followingprece-

dent,ancientpracticies,EmperorOo7召 惚θ∫
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